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【
要
約
】
　
本
稿
は
米
沢
藩
を
事
例
と
し
て
、
武
士
の
屋
敷
利
用
の
実
態
を
検
討
し
た
上
で
、
藩
の
武
家
地
管
理
政
策
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
十
八
世
紀
初

頭
、
屡
敷
の
需
給
方
法
や
家
麗
敷
の
嫡
子
相
続
な
ど
が
規
定
さ
れ
た
結
果
、
屋
敷
と
拝
領
者
と
の
関
係
が
固
定
化
さ
れ
、
屋
敷
の
資
産
化
を
進
め
る
こ
と

に
つ
な
が
っ
た
。
家
屋
が
頻
繁
に
売
却
さ
れ
た
と
と
も
に
、
借
金
の
抵
当
や
縁
約
金
の
代
替
と
な
っ
た
例
も
あ
る
。
一
方
で
借
家
経
営
や
疏
菜
耕
作
と
い

っ
た
居
住
外
利
用
も
展
開
し
、
武
家
地
は
本
来
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
た
方
向
へ
進
む
。
こ
れ
に
対
し
て
藩
は
随
時
、
規
制
と
緩
和
を
繰
り
返
す
が
、
藩

政
改
革
が
開
始
さ
れ
る
十
九
世
紀
に
入
る
と
武
家
地
を
収
入
源
と
し
て
活
用
す
る
政
策
転
換
を
図
っ
た
。
本
事
例
で
み
ら
れ
た
屋
敷
利
用
や
藩
の
管
理
政

策
は
、
外
様
諸
藩
お
よ
び
江
戸
に
お
い
て
も
類
似
点
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
譜
代
藩
の
研
究
事
例
と
比
較
す
る
と
、
量
敷
の
利
用
実
態
や
藩
の

管
理
政
策
に
差
異
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
移
封
経
験
の
有
無
が
武
士
の
手
写
観
や
屋
敷
利
用
に
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
七
巻
二
号
　
二
〇
〇
四
年
三
月

は
　
じ
．
め
　
に

本
稿
は
、
近
世
城
下
町
の
武
家
地
を
対
象
と
し
、
武
士
の
屋
敷
観
や
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
屋
敷
利
用
の
実
態
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
藩
の
武
家
地
管
理
政
策
に
つ
い
て
通
史
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

武
家
地
は
、
近
世
城
下
町
建
設
の
際
、
武
士
の
居
住
の
場
と
し
て
画
定
さ
れ
、
城
下
町
を
構
成
す
る
要
素
の
中
で
も
っ
と
も
広
い
面
積
を
占
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①

有
し
た
。
そ
こ
に
居
住
す
る
武
士
は
一
般
的
な
都
市
住
人
と
言
え
る
。
た
だ
し
、
基
本
的
に
免
税
地
で
あ
っ
た
武
家
地
は
、
町
人
地
の
よ
う
な

徴
税
史
料
を
必
要
と
せ
ず
、
武
士
側
に
し
て
み
て
も
経
営
帳
簿
の
よ
う
な
記
録
類
を
作
成
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
近
世
の
都
市

史
研
究
に
お
い
て
は
、
町
人
地
の
研
究
が
先
行
し
、
武
家
地
の
研
究
が
遅
れ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
当
初
、
武
家
地
研
究
は
、
家
屋
の
間
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

や
建
築
技
術
を
論
点
と
す
る
住
宅
史
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

　
都
市
史
研
究
と
し
て
武
家
地
が
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
武
家
地
研
究
は
、
歴
史
地
理

学
・
建
築
学
・
文
献
史
学
な
ど
の
観
点
か
ら
多
角
的
に
進
展
す
る
。
こ
れ
ら
を
研
究
B
的
別
に
整
理
す
れ
ば
①
武
家
地
あ
る
い
は
武
家
屋
敷
の

　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

空
間
構
造
論
、
②
武
家
屋
敷
の
建
築
規
定
、
③
武
家
地
の
支
配
方
法
や
そ
の
土
地
制
度
に
つ
い
て
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、
本
稿
は
、
主
と
し
て

③
の
視
点
に
立
脚
す
る
。

　
③
の
研
究
は
　
九
九
〇
年
頃
か
ら
急
速
に
進
展
し
た
。
江
戸
を
対
象
と
し
て
主
に
文
献
史
学
や
近
世
考
古
学
な
ど
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
。

そ
こ
で
は
幕
臣
屋
敷
や
大
名
藩
邸
な
ど
の
需
給
シ
ス
テ
ム
と
そ
の
存
在
形
態
、
ま
た
都
市
縁
辺
部
に
増
加
す
る
抱
屋
敷
の
支
配
、
そ
れ
ら
を
と

り
ま
く
周
辺
社
会
と
の
関
係
な
ど
が
論
じ
ら
れ
、
研
究
対
象
は
多
岐
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
中
で
武
家
地
支
配
に
つ
い
て
検
討
し
た
大
賀
妙
子

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

お
よ
び
富
崎
勝
美
の
研
究
は
、
幕
府
の
武
家
地
管
理
や
土
地
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
た
先
駆
的
論
文
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
十
八
世
紀
前

半
頃
よ
り
武
家
地
不
足
が
深
刻
化
し
た
江
戸
に
お
い
て
、
幕
府
は
都
市
支
配
の
枠
組
み
の
維
持
を
第
一
義
的
な
目
標
と
し
な
が
ら
も
、
幕
臣
や

大
名
に
よ
る
屋
敷
の
貸
借
や
売
買
を
黙
認
す
る
方
針
を
と
っ
た
と
言
う
。
こ
の
結
果
、
個
々
の
屋
敷
に
対
す
る
幕
府
の
武
家
地
管
理
は
厳
密
性

を
失
い
、
武
士
の
階
層
的
区
分
秩
序
の
崩
壊
が
進
み
、
そ
の
過
程
で
藩
邸
の
売
買
や
そ
れ
に
と
も
な
う
土
地
の
頻
繁
な
移
動
、
陪
臣
の
屋
敷
に

お
い
て
は
屋
敷
の
借
地
化
や
複
数
の
屡
敷
所
持
と
い
っ
た
現
象
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
③
の
研
究
に
関
し
て
は
、
「
九
九
四
年
、
藤
川
昌
樹
に
よ
っ
て
展
望
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
武
家
地
研
究
に
お
け
る
研
究
史
の
回
顧
は
こ
れ

が
初
め
て
で
あ
り
、
近
年
の
こ
の
種
の
研
究
の
活
発
さ
を
物
語
る
。
藤
川
は
武
家
地
研
究
を
1
屋
敷
の
需
給
シ
ス
テ
ム
、
亘
江
戸
周
辺
村
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

け
る
抱
屋
敷
の
存
在
形
態
、
斑
藩
邸
の
変
遷
の
三
側
面
か
ら
整
理
し
、
こ
れ
ら
は
近
年
著
さ
れ
た
同
氏
の
著
書
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。
1
～
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m
の
研
究
は
、
江
戸
の
都
市
域
の
拡
大
を
前
提
と
し
、
そ
の
中
で
武
家
地
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
共
通
の
課
題
を
内
含

し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
今
後
の
課
題
と
し
て
、
第
一
に
武
家
社
会
内
部
か
ら
都
市
域
の
拡
大
に
つ
い
て
捉
え
る
た
め
に
、

通
史
的
に
特
定
の
藩
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
、
第
二
に
近
世
初
期
を
対
象
と
し
た
研
究
の
蓄
積
、
第
三
に
武
家
地
の
近
代
化
の
三
点
を
挙
げ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
た
だ
し
、
現
在
の
武
家
地
研
究
は
金
行
信
輔
の
指
摘
通
り
「
近
年
で
は
一
段
落
し
、
や
や
下
火
と
な
っ
た
」
感
も
否
め
な
い
。
武
家
地
研
究

は
今
進
む
べ
き
方
向
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
さ
え
書
え
る
。

　
そ
の
主
た
る
要
因
は
、
武
家
地
研
究
と
称
す
る
研
究
の
多
く
が
、
拝
領
屋
敷
の
集
積
体
で
あ
る
、
い
わ
ば
本
来
の
「
武
家
地
」
を
真
正
面
か

ら
扱
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
大
部
分
は
抱
屋
敷
や
藩
邸
、
「
宿
」
な
ど
の
特
殊
な
武
家
地
を
対
象
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
あ
る
。
先

述
し
た
藤
川
の
著
書
は
、
武
家
集
団
の
居
住
の
特
質
に
つ
い
て
京
都
を
中
心
に
考
察
し
た
体
系
的
な
内
容
で
あ
る
が
、
武
家
の
居
住
の
場
と
し

て
同
氏
が
設
定
し
た
四
類
型
（
国
許
城
下
町
に
お
け
る
城
郭
と
武
家
地
、
首
都
に
お
け
る
個
別
藩
邸
、
野
営
用
の
宿
泊
施
設
、
家
臣
団
が
周
辺
町
屋
や
農
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
審
宿
す
る
際
の
「
宿
」
）
の
う
ち
、
実
際
に
検
討
し
て
い
る
の
は
後
者
二
つ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
武
家
地
の
典
型
例
と
も
醤
え
る
「
国
許
城

下
町
に
お
け
る
武
家
地
」
は
、
武
家
地
研
究
の
中
核
を
占
め
る
べ
き
対
象
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
藤
川
自
ら
も
指
摘
す
る
通
り
も
っ
と
も
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ち
遅
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
武
家
地
研
究
の
進
展
が
著
し
い
と
さ
れ
る
江
戸
で
さ
え
も
、
狭
義
の
武
家
地
を
対
象
と
し
た
論
考
は

　
　
⑪

少
な
い
。

　
ま
た
、
近
年
で
は
、
宮
崎
お
よ
び
大
賀
の
研
究
に
誘
引
さ
れ
、
地
方
城
下
町
の
武
家
地
（
地
方
武
家
地
と
省
略
す
る
）
を
対
象
と
し
た
研
究
が

進
み
つ
つ
あ
る
。
管
見
で
は
萩
や
福
岡
、
姫
路
に
お
い
て
蓄
積
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
藩
の
武
家
地
に
対
す
る
支
配
原
則
を
中
心
と
し
て
、
屋
敷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
需
給
関
係
や
屋
敷
獲
得
方
法
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
蓄
積
は
町
・
町
人
研
究
と
比
し
て
来
だ
格
段
の
差
が
あ
る
。
さ
ら

に
こ
れ
ら
は
、
江
戸
を
特
殊
事
情
の
抱
え
た
城
下
町
と
し
て
初
め
か
ら
位
置
づ
け
て
お
り
、
両
者
の
異
同
を
ふ
ま
え
た
統
合
的
な
議
論
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
ふ
ま
え
て
武
家
地
研
究
を
さ
ら
に
盛
行
さ
せ
る
た
め
に
は
、
や
は
り
中
核
と
な
る
べ
き
武
家
地
研
究
の
蓄
積
が
必
要

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
米
沢
藩
を
研
究
対
象
と
し
て
検
討
す
る
。
米
沢
藩
は
、
近
世
を
通
じ
て
上
杉
氏
の
み
の
支
配
下
に
置
か
れ
、
藩
主

の
異
動
に
よ
る
家
臣
の
変
化
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
大
名
の
配
置
替
え
な
ど
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
大
名
に
よ
る
武
家
地
政
策
や
そ
の

政
策
下
に
お
け
る
武
家
地
の
変
容
を
通
史
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
、
藤
川
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
武
家
地
研
究
の
課

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

題
の
一
つ
に
も
通
じ
る
。

　
ま
た
、
本
稿
で
は
江
戸
や
諸
地
方
武
家
地
を
統
合
し
て
議
論
す
る
た
め
の
研
究
視
点
を
、
家
臣
の
屋
敷
観
と
武
家
地
管
理
政
策
と
に
求
め
た
。

屋
敷
観
と
は
、
武
士
の
拝
領
屋
敷
に
対
す
る
認
識
で
あ
り
、
彼
ら
が
抱
い
た
屋
敷
像
で
あ
る
。
当
然
、
管
理
政
策
と
屋
敷
観
は
密
接
に
関
連
し

て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
、
武
家
地
の
屋
敷
利
用
は
、
両
者
の
関
連
性
の
具
現
化
で
あ
り
表
象
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
家
臣

の
屋
敷
利
用
は
、
藩
の
武
家
地
管
理
政
策
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
移
封
を
多
く
経
た
藩
（
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
譜
代
藩
タ
イ
プ

と
す
る
）
と
一
国
支
配
を
貫
徹
し
た
藩
（
外
様
藩
タ
イ
プ
と
す
る
）
で
は
屋
敷
管
理
政
策
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
は
一
外
様
藩
の
事
例
と
し
て
位
置
づ
け
、
武
士
の
屋
敷
利
用
の
実
態
と
屋
敷
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め

た
。
藩
の
政
策
は
家
臣
の
屋
敷
利
用
を
受
け
て
展
開
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
視
点
に
立
ち
、
本
稿
は
米
沢
藩
の
屋
敷
受
給
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
第
三
・
四
章
で
は
家
臣
の
屋
敷
利
用
の
実
態
に
つ

い
て
言
及
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
藩
が
い
か
な
る
対
応
を
見
せ
た
の
か
、
第
五
章
で
は
藩
の
武
家
地
管
理
政
策
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
さ
ら
に

第
六
章
で
は
、
本
事
例
が
有
す
る
一
般
性
と
特
殊
性
を
抽
出
す
る
た
め
に
他
藩
の
事
例
を
で
き
る
か
ぎ
り
留
意
し
て
比
較
検
討
し
た
い
。

①
一
般
的
に
武
家
地
と
町
屋
の
割
合
は
七
鰐
三
と
言
わ
れ
、
幕
末
期
、
実
際
に
城

　
下
の
地
坪
が
算
嵐
さ
れ
た
長
岡
藩
や
大
垣
藩
で
は
ほ
ぼ
こ
の
数
値
に
合
致
す
る
。

　
矢
守
一
彦
『
都
市
プ
ラ
ン
の
研
究
』
大
明
堂
、
～
九
七
〇
、
三
〇
二
頁
。

②
大
熊
喜
邦
『
岩
波
講
座
近
世
武
家
時
代
の
建
築
臨
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
、

　
七
七
頁
。
佐
藤
　
巧
『
近
世
武
士
住
宅
臨
寄
文
社
、
｝
九
七
九
、
三
一
頁
。

③
浅
野
伸
子
・
平
井
聖
「
史
料
に
よ
る
上
田
城
下
面
家
屋
敷
の
配
置
と
平
面
の

　
分
析
一
幕
末
の
上
段
城
下
武
家
鷹
敷
の
様
相
（
そ
の
一
）
！
」
日
本
建
築
学

　
会
計
画
系
論
文
集
五
一
二
〇
、
二
〇
〇
〇
、
一
二
五
～
二
二
〇
頁
。
同
「
幕
末
に
お

　
け
る
上
田
城
下
武
家
住
宅
の
規
模
と
形
態
に
つ
い
て
i
幕
宋
の
上
田
城
下
武
家

　
屋
敷
の
二
面
（
そ
の
二
）
一
」
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
二
五
三
七
、
二
〇
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○
○
、
二
四
九
～
二
五
五
頁
。
生
田
国
男
・
篠
野
志
郷
「
播
州
赤
穂
城
・
城
下
町

　
の
形
成
過
程
に
お
け
る
都
市
構
造
の
変
質
と
侍
屋
敷
の
関
係
に
つ
い
て
一
近
世

　
城
下
町
の
研
究
三
－
扁
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
集
五
五
二
、
二
〇
〇
二
、

　
二
七
九
⊥
一
八
六
頁
。
後
藤
雄
二
「
十
七
世
紀
の
城
下
町
伯
台
に
お
け
る
侍
の
居

　
住
パ
タ
ー
ン
」
矢
守
～
彦
編
『
城
下
町
の
地
域
構
造
臨
名
著
出
版
、
一
九
八
七
、

　
三
四
七
～
三
七
一
頁
。
西
川
幸
治
『
曝
本
都
市
史
研
究
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

　
一
九
七
二
、
二
一
六
～
二
二
三
頁
。
矢
守
一
彦
『
都
市
プ
ラ
ン
の
研
究
睡
大
明
堂
、

　
一
九
七
〇
、
三
四
二
～
三
四
八
頁
。

④
羽
深
久
夫
・
阿
部
聡
門
古
河
藩
「
屋
敷
定
法
駄
に
お
け
る
大
名
家
中
の
武
家

　
住
宅
の
仕
様
と
屋
敷
替
の
手
続
き
に
つ
い
て
扁
日
本
生
活
文
化
史
学
会
大
会
発
表

　
梗
概
集
、
｝
九
八
六
、
二
頁
。
羽
深
久
夫
・
平
井
　
配
船
幕
末
の
備
中
松
山
藩
に

　
お
け
る
御
家
中
屋
敷
定
法
」
日
本
建
築
学
会
計
画
系
論
文
報
告
集
四
㎜
五
、
　
一
九

　
九
〇
、
一
二
｝
～
一
二
八
頁
。
近
年
で
は
、
妻
木
宣
嗣
に
よ
っ
て
こ
の
視
点
か
ら

　
の
研
究
の
深
化
が
み
ら
れ
る
。
妻
木
宣
嗣
「
萩
藩
武
家
屡
敷
に
短
す
る
建
築
規
制

　
と
そ
の
運
用
」
藪
田
上
編
『
近
世
の
畿
内
と
西
国
臨
清
文
堂
、
二
〇
〇
二
、
二
九

　
七
⊥
三
七
頁
。

⑤
大
賀
妙
子
「
幕
宋
、
幕
臣
た
ち
の
”
住
宅
事
情
”
」
津
田
秀
夫
編
『
近
世
国
家

　
と
明
治
墨
黒
嚇
三
省
堂
、
一
九
八
九
、
二
三
〇
一
二
五
四
。
宮
崎
勝
美
「
江
戸
の

　
武
家
屋
敷
地
偏
高
橋
康
夫
・
吉
田
伸
之
編
開
日
本
都
市
史
入
門
　
－
空
間
憶
東
京

　
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
、
八
五
～
一
〇
六
頁
。
同
門
江
戸
武
家
地
の
門
囲
・
家

二
　
屋
敷
受
給
制
度
の
確
立

　
作
」
」
都
市
史
研
究
会
編
『
年
報
都
市
史
研
究
3
　
巨
大
城
下
町
撫
山
川
鵡
版
社
、

　
一
九
九
五
、
三
～
一
二
頁
。

⑥
藤
川
昌
樹
「
近
世
の
武
家
書
淫
と
都
市
研
究
州
都
衛
史
研
究
会
編
『
年
報
都
市

　
史
研
究
2
　
城
下
町
の
類
型
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
四
、
九
九
～
｝
○
○
頁
。

⑦
藤
川
昌
樹
『
近
世
武
家
黒
黒
と
都
市
・
建
築
』
中
央
公
論
美
術
品
版
、
二
〇
〇

　
二
、
　
＝
～
五
～
山
ハ
五
百
ハ
。

⑧
金
行
信
輔
「
書
評
藤
川
昌
樹
著
『
近
世
武
家
集
団
と
都
布
・
建
築
ヒ
都
市

　
史
研
究
会
編
『
年
報
　
都
市
史
研
究
1
1
　
消
費
の
社
会
釧
空
間
史
』
由
…
川
出
版
杜
、

　
二
〇
〇
窯
一
、
　
～
＝
一
⊥
バ
ー
一
一
二
九
質
只
。

⑨
前
掲
一
章
⑦
。
六
六
～
二
六
四
頁
。

⑩
前
掲
｝
章
⑦
。
九
九
～
一
〇
〇
頁
。

⑪
管
見
で
は
先
述
し
た
大
賀
・
宮
崎
の
論
考
以
外
に
、
屋
敷
の
集
積
体
と
し
て
の

　
武
家
地
を
扱
っ
た
例
が
見
出
せ
な
い
。
前
掲
⑤
。

⑫
植
杉
幸
恵
門
萩
藩
の
城
下
支
配
の
原
則
に
つ
い
て
1
武
家
屋
敷
地
を
中
心
に

　
考
え
る
t
扁
由
口
県
地
方
史
研
究
七
七
号
、
　
一
九
九
七
、
四
三
～
五
一
頁
。
西

　
田
博
門
武
家
屋
敷
の
支
配
に
つ
い
て
1
近
琶
中
期
の
福
岡
・
博
多
を
中
心
に

　
一
」
福
醐
地
方
史
研
究
三
六
、
｝
九
九
八
、
四
三
～
七
〇
頁
。
永
堅
啓
子
「
近

　
世
後
期
に
お
け
る
姫
路
藩
王
井
家
の
家
塾
麗
敷
地
・
居
宅
の
再
編
成
策
に
つ
い

　
て
」
姫
路
市
立
城
郭
研
究
室
年
報
十
、
二
〇
〇
【
、
三
九
一
六
〇
頁
。

⑬
前
掲
一
章
⑧
。
一
〇
八
頁
。

市
立
米
沢
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
近
世
期
の
史
料
の
中
に
は
、
家
臣
の
願
書
を
留
め
た
願
留
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
屋

敷
の
受
給
に
関
わ
る
文
面
は
享
保
期
か
ら
で
あ
り
、
享
保
十
四
（
一
七
二
九
）
年
に
馬
廻
組
の
組
頭
に
組
士
よ
り
提
出
さ
れ
た
願
書
の
控
え
に
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①

は
、
屋
敷
の
「
指
墨
」
願
、
「
営
々
」
願
、
「
拝
領
」
願
の
三
種
類
の
願
書
が
そ
れ
ぞ
れ
留
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
面
は
全
て
形
式
化
し

て
お
り
、
す
で
に
享
保
期
に
は
屋
敷
に
関
わ
る
願
書
の
雛
形
（
例
文
）
が
家
臣
間
に
知
れ
渡
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
そ
の
よ
う
な
雛
形
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

例
と
し
て
、
宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
作
成
の
そ
れ
を
用
い
、
屋
敷
に
関
わ
る
諸
手
続
き
を
検
討
し
た
い
。

　
　
i
屡
敷
指
上
候
願

　
　
　
以
書
付
奉
願
候
事

　
　
拙
者
儀
何
町
こ
て
口
五
総
裏
行
何
間
之
屋
敷
所
持
罷
有
申
候
所
二
、
当
分
入
不
二
郎
付
、
屋
敷
指
上
申
、
上
券
二
て
所
持
仕
自
存
候
、
願
之
通
二
仰
付
於

　
　
被
下
置
者
難
有
可
審
存
候
、
右
之
趣
宜
御
取
成
奉
願
存
候
已
上

　
　
h
屋
敷
拝
領
之
願

　
　
　
以
書
付
奉
願
候
事

　
　
拙
者
最
先
上
屋
敷
差
上
申
、
上
券
こ
て
所
持
仕
候
、
依
之
奉
燈
候
何
方
二
て
も
相
慮
之
屋
敷
拝
領
仕
度
存
候
、
願
下
逓
　
仰
付
於
被
下
薬
者
難
有
仕
合
可

　
　
奉
存
候
、
右
趣
宜
御
取
成
奉
願
存
候
以
上

　
　
　
末
、
上
券
覚
書
は
り
付
指
出
候

　
　
…
m
屋
敷
替
々
之
願

　
　
　
以
書
付
奉
願
候
事

　
　
拙
者
儀
居
屋
敷
所
持
仕
候
所
何
愚
暗
て
裏
行
縢
問
之
屋
敷
所
持
仕
舞
所
、
何
様
組
誰
屋
敷
与
内
々
勝
手
道
を
以
替
々
二
仕
度
存
候
、
右
奉
願
候
逓
二
仰
付

　
　
於
被
書
置
者
難
有
可
奉
存
候
、
此
等
趣
宜
御
取
成
奉
願
存
候
、
已
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
番
号
傍
線
筆
者
）

　
i
の
屋
敷
「
指
上
」
の
願
書
に
は
、
現
在
「
所
持
」
し
て
い
る
屋
敷
の
所
在
地
お
よ
び
屋
敷
面
積
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
「
二
上
」
の
理
由

が
「
当
分
入
不
申
」
と
さ
れ
、
実
状
に
つ
い
て
の
記
載
は
必
要
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
次
に
…
m
「
湛
々
」
す
な
わ
ち
屋
敷
の
相
対
替
の
願
書
で
は
、
現
在
「
所
持
」
し
て
い
る
屋
敷
の
面
積
や
交
換
者
の
氏
名
・
逸
名
が
記
載
さ
れ
、
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当
事
者
同
士
の
協
議
に
よ
っ
て
交
換
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
さ
ら
に
相
対
替
の
理
由
が
「
勝
手
道
を

以
」
と
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
相
対
替
は
家
臣
間
で
比
較
的
容
易
に
行
い
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
h
の
「
拝
領
」
願
を
検
討
す
る
と
、
願
出
者
は
か
つ
て
屋
敷
を
一
度
返
上
し
て
お
り
、
今
回
再
度
の
拝
領
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
の
願
出
に
際
し
て
、
屋
敷
拝
領
の
正
当
性
を
「
上
面
」
な
る
も
の
の
所
持
に
よ
っ
て
主
張
し
て
お
り
、
願
書
の
末
尾
に
は
「
上
期
覚

書
」
が
貼
付
し
て
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
「
上
券
」
な
る
も
の
が
い
か
な
る
性
格
を
帯
び
た
書
面
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
願
書
が
藩
へ
上
申
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ

か
ら
検
討
し
た
い
。
寛
政
三
（
～
七
九
一
）
年
の
史
料
に
は
以
下
の
よ
う
に
、
武
家
地
の
屋
敷
分
配
を
司
っ
た
「
屋
敷
割
」
役
の
職
掌
が
記
さ

れ
て
い
る
。
当
時
、
国
家
老
管
轄
の
奉
行
付
同
心
の
傘
下
に
約
百
二
十
名
の
家
臣
が
三
班
に
編
成
さ
れ
て
い
た
が
、
各
班
ご
と
に
一
名
の
「
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

敷
割
」
役
が
任
命
さ
れ
た
。
屋
敷
の
返
上
、
拝
領
、
相
対
替
を
望
む
願
書
は
、
役
所
へ
諸
組
単
位
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
｝
　
本
番
一
組
よ
り
～
人
宛
人
柄
御
撰
屋
敷
割
強
直
付
候
、
御
仁
中
奉
公
人
屋
敷
と
名
ノ
付
魚
価
之
司
な
り
、
依
之
崖
敷
拝
領
替
々
或
ハ
屋
敷
差
上
候
分
之

　
　
願
書
、
御
役
所
へ
諸
組
よ
り
差
出
候
ヘ
ハ
、
先
ツ
其
訴
文
ヲ
屋
敷
割
薦
被
相
渡
存
寄
、
御
尋
之
上
を
以
て
御
構
要
心
相
移
ル
御
旧
例
な
り
、
故
屋
敷
差
上

　
　
候
も
の
ヘ
下
上
券
と
い
ふ
書
付
之
判
絆
し
て
墨
壷
ル
事
也
、
追
而
屋
敷
拝
領
血
清
時
、
其
上
券
を
願
書
江
継
立
差
上
ル
事
な
り
、
上
券
を
紛
失
ス
レ
ハ
軽

　
　
キ
御
呵
ア
リ

　
組
士
か
ら
出
さ
れ
た
願
書
は
、
組
頭
の
校
閲
を
経
て
、
「
屋
敷
割
」
役
に
渡
り
、
吟
味
の
上
で
許
諾
さ
れ
る
流
れ
で
あ
っ
た
。
「
屋
敷
差
上
」

の
者
へ
は
「
屋
敷
割
」
役
よ
り
「
上
質
と
い
ふ
書
付
」
が
渡
さ
れ
た
。
再
度
の
屋
敷
拝
領
を
望
む
際
に
は
、
願
書
に
「
上
券
」
を
貼
付
す
る
形

式
と
な
っ
て
お
り
、
「
上
券
」
は
「
紛
失
ス
レ
ハ
軽
キ
御
呵
」
が
課
せ
ら
れ
た
重
要
な
書
付
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
そ
れ
は
再
度
の

屋
敷
拝
領
を
保
証
す
る
約
定
書
の
役
割
を
も
兼
ね
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
屋
敷
受
給
制
度
が
い
つ
頃
確
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
史
料
上
に
お
け
る
「
上
唇
」
の
初
出
は
享
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

二
（
一
七
一
七
）
年
で
あ
り
、
享
保
期
以
前
の
願
留
に
は
こ
う
し
た
文
面
を
確
認
で
き
な
い
。
さ
ら
に
個
人
の
編
纂
物
で
は
あ
る
が
、
宮
内
の
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第1表　「三重年表」にみる屋敷の異動

年　次 西暦 屋敷異動 当　　事　　者 備　　　考

寛永14年 ユ637 屋敷下賜 山本寺課長 新知300石家ト共山下サル

万治4年4月 1661 屋敷替 遠山金左衛門宅を高野善右衛門宅へ

万治4年4月 1661 鷹二二 豊野与三宅を相浦源右衛門宅へ

寛文2年 1662 屡敷下賜 小山田多門，浅羽半之丞 新知行300石艸家屋敷を与ラル

寛文5年10月 1665 屋敷替 福王寺八弥宅を出雲忠長宅へ

寛文5年工0月 1665 屋敷替 出雲忠長宅を春日主膳宅へ

天和3年 ユ683 下馴敷面積が規定される

貞享2年9月 1685 屡敷普請
計見又兵衛宅・諸橋弥兵衛宅・益田

r右衛門宅・平田善左衛門宅

元禄2年9月 1689
高畠長手などにいる諸士、米沢へ移

元禄2年9月 1689 屋敷下賜

与板継木滑助左門門・永井弥太郎・

ﾂ海用宇右衛門・永井弥左衛門新屋

~渡る

その際100匁3石つつ下サル

宝永2年11月 1705 屋敷下賜 片山元口 矢尾板三印屋敷を下賜

宝暦6年9月 1756 屋敷替 須田中屋敷を上杉駿河守勝承へ

天明7年

V明8年

！787

?７88

屋敷譲渡

ｮ敷購入

二戸新左衛門、福田屋敷を緯高橋源

ﾜ郎へ譲る

V左衛門、池瞬吉右衛門屋敷買取引

z

薇戸家の移転

「三重年表」より作成。「三重年表　巻之二・巻双三」山形県編『新編鶴城叢書上編　上巻　山形

　県史資料編壽山形県、一九六〇、五六～ニー七頁。

法
令
や
個
人
の
動
向
を
記
し
た
「
三
重
年
表
」
か

ら
、
屋
敷
替
や
屋
敷
の
下
賜
に
関
す
る
記
載
を
抽

出
し
た
結
果
、
第
～
表
に
示
し
た
通
り
、
藩
命
に

よ
る
屋
敷
の
移
動
指
示
は
十
八
世
紀
以
降
ほ
と
ん

　
　
　
　
　
　
⑥

ど
確
認
で
き
な
い
。
以
上
か
ら
、
十
八
世
紀
初
頭

頃
を
境
と
し
て
、
家
臣
の
申
請
に
よ
る
屋
敷
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
制
度
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

宝
暦
二
（
一
七
五
二
）
年
の
雛
聡
や
・
文
化
＋

　
　
　
　
　
⑨

（一

ｪ
一
一
）
年
、
天
保
～
嘉
永
期
（
一
△
二
〇
～

　
　
　
　
　
　
⑩

一
八
五
三
）
の
願
事
、
慶
応
三
（
～
八
六
七
）
年
の

　
⑪

雛
形
に
も
先
述
し
た
三
種
類
の
形
式
化
し
た
願
書

を
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
申
請
に
よ
る

屋
敷
手
続
の
制
度
が
幕
末
ま
で
改
変
さ
れ
る
こ
と

な
く
踏
襲
さ
れ
機
能
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
制
度
の
確
立
に
よ
っ
て
、
拝
領
屋
敷
は
藩

か
ら
一
方
的
に
差
配
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
藩

と
家
臣
の
問
で
願
書
の
や
り
と
り
を
経
た
上
で
、

＝
疋
の
規
則
に
し
た
が
い
援
受
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
さ
ら
に
家
臣
は
、
大
罪
な
ど
を
犯
さ
な
い
か
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拝領屋敷の利用にみる武士の屋敷観と武家地管理政策の展開（渡辺）

ぎ
り
屋
敷
を
恒
常
的
に
利
用
し
得
た
。
こ
う
し
た
屋
敷
の
性
格
の
変
化
に
起
因
し
て
享
保
期
以
降
、

の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
た
方
向
へ
向
か
う
こ
と
と
な
る
。

①
「
享
保
十
四
年
二
月
廿
五
日
組
願
書
届
轡
控
築
地
彦
太
夫
」
市
立
米
沢
國

　
書
館
郷
土
史
料
　
K
三
一
八
6
。
。
嘗
。
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

②
　
　
「
諸
願
（
写
）
」
渡
部
家
所
蔵
文
書
甑
五
十
三
。
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

③
「
編
年
文
書
」
上
杉
文
書
目
録
晦
一
四
九
〇
。
こ
の
史
料
は
山
形
県
編
『
山
形

　
県
史
史
料
篇
一
六
　
近
世
史
料
ζ
山
形
県
、
一
九
七
六
、
八
二
～
八
三
買
。
に

　
所
収
、
原
本
確
認
。

④
前
掲
二
章
③
。
八
二
頁
。

⑤
木
村
家
所
蔵
文
書
の
中
の
「
諸
願
書
之
留
」
は
、
年
代
来
詳
と
さ
れ
る
が
当
主

　
名
か
ら
元
禄
期
の
作
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
山
留
に
は
「
屋

　
敷
の
項
」
は
確
認
で
き
な
い
。
「
諸
願
書
之
留
」
木
村
家
所
蔵
文
書
甑
十
四
。
市

　
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

⑥
米
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
「
御
代
々
御
式
目
（
二
）
米
沢
市
史
編
集
史
料

三
　
資
産
と
し
て
の
「
家
屋
敷
」

1
家
屋
の
売
買

武
家
地
で
の
屋
敷
利
用
は
元
来
の
武
家
地

　
第
十
一
号
」
、
米
沢
市
、
｝
九
八
三
、
一
～
四
九
頁
。
「
三
重
年
表
　
巻
之
二
・
巻

　
之
三
」
山
形
県
編
『
新
編
鶴
城
叢
書
上
巻
　
山
形
県
史
資
料
編
晶
山
形
県
、
一
九

　
詣
ハ
○
、
　
五
⊥
ハ
～
二
　
七
頁
。

⑦
元
禄
末
期
に
は
役
職
の
新
設
と
整
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
の
過

　
程
で
「
屡
敷
割
役
扁
の
薪
設
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
推
論
の
域
を
畠
な

　
い
。
米
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
鯛
米
沢
市
史
第
二
巻
　
近
世
編
ζ
米
沢
市
、

　
【
九
九
｝
、
四
〇
四
頁
。

⑧
前
掲
二
章
②
。

⑨
門
心
願
書
案
文
漏
上
杉
文
書
目
録
晦
五
五
一
。

⑩
門
諸
願
留
、
諸
御
触
留
」
木
村
家
所
蔵
文
書
甑
八
。
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

⑪
「
諸
案
文
日
記
」
山
形
県
立
博
物
館
蔵
『
長
井
政
太
郎
墨
壷
乱
甑
五
九
三
〇
〇

　
三
九
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
拝
領
屋
敷
の
相
続
に
関
す
る
記
載
の
初
出
は
、
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
で
あ
る
。
そ
の
史
料
は
、
か
つ
て
勤
番
を
理
由
に
二
名
の
家
臣
に

「
屋
敷
」
が
下
賜
さ
れ
た
こ
と
を
主
旨
と
し
て
、
つ
い
で
「
家
屋
敷
之
睡
眠
家
督
相
続
之
者
受
継
候
」
と
い
っ
た
事
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
藩

が
家
臣
に
下
賜
し
た
対
象
は
「
屋
敷
」
す
な
わ
ち
敷
地
で
あ
り
、
「
家
」
の
支
給
は
多
く
の
場
合
伴
わ
ず
家
臣
霞
ら
で
建
築
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
も
の
と
見
え
る
。
加
え
て
、
「
家
屋
敷
」
は
嫡
子
に
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
と
は
言
え
、
家
臣
の
中
に
は
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経
済
的
な
理
由
か
ら
家
屋
を
建
て
ら
れ
な
い
者
も
い
た
。
正
徳
二
年
（
一
七
一
二
）
年
、
藩
は
家
作
の
な
い
屋
敷
に
対
し
て
、
今
後
「
屋
敷
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

領
致
置
一
両
年
之
内
に
家
作
不
罷
成
候
は
、
屋
敷
至
上
可
聴
候
」
と
規
定
し
家
作
を
促
し
て
い
る
。
し
か
し
、
下
級
の
家
臣
に
と
っ
て
、
コ

両
年
之
内
」
の
家
作
は
容
易
で
な
か
っ
た
と
見
え
、
享
保
元
（
一
七
一
六
）
年
に
は
「
笹
身
之
族
扁
は
「
等
々
普
請
取
立
難
計
偏
事
情
も
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

だ
ろ
う
か
ら
、
家
作
期
限
を
二
年
延
長
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
「
家
屋
敷
」
の
嫡
子
継
承
や
家
臣
負
担
の
家
屋
建
築
は
、
家
屋
と
拝
領
者
の
関
係
を
固
定
化
さ
せ
、
家
屋
に
対
す
る
価
値
を
高
め

て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
証
左
と
し
て
十
八
世
紀
以
降
に
は
、
家
屋
の
売
買
が
頻
繁
に
行
わ
れ
た
と
見
え
、
関
連
の

史
料
を
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
安
永
期
の
風
聞
記
録
に
は
「
（
香
坂
）
弥
総
左
衛
門
主
水
町
へ
移
り
し
、
い
か
な
る
故
か
、
此
に
住
み
し

も
幾
許
な
ら
ず
し
て
、
保
科
に
売
り
渡
し
、
（
香
坂
は
）
表
町
の
中
条
玄
順
屋
敷
を
買
取
て
移
り
た
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
餅
盤
左
衛

門
は
表
町
の
屋
敷
を
婿
に
譲
り
、
さ
ら
に
そ
の
婿
も
「
表
町
に
住
け
る
か
今
は
山
田
某
と
買
替
し
て
明
神
堂
町
へ
移
り
た
り
」
と
い
っ
た
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
、
家
臣
間
に
お
い
て
家
屋
の
売
買
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
読
み
と
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
前
章
で
利
用
し
た
「
三
重
年
表
」
に
も
屋
敷
売
買
を
示
す
文
言
が
あ
る
（
第
－
表
）
。
天
明
七
（
一
七
八
七
）
年
、
二
戸
新
左
衛
門
は
福
田
町

に
位
置
す
る
屋
敷
を
鐸
高
橋
源
五
郎
に
譲
り
、
翌
年
池
田
氏
の
「
屋
敷
買
取
引
越
」
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
十
九
世
紀
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

期
に
は
、
「
困
窮
し
て
家
費
払
」
つ
た
例
や
、
「
家
屋
敷
知
行
を
引
当
に
し
て
借
金
」
す
る
者
も
い
た
。

　
こ
う
し
た
家
屋
の
売
買
は
、
相
対
替
に
よ
っ
て
合
法
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
の
史
料
は
天
保
～
嘉
永
期
（
一
八
三
〇
～
～
八
五
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

に
作
成
さ
れ
た
林
氏
の
願
書
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
覚

　
本
文
二
屋
敷
拝
領
奉
願
候
処
、
只
今
時
節
者
無
御
座
候
へ
共
、

成
拝
領
仕
度
存
候
、
此
段
宜
御
取
成
奉
願
存
候
、
已
上

　
　
　
　
酉
四
月

此
度
与
板
組
高
野
伊
織
黙
々
之
上
、
差
上
申
屋
敷
之
家
内
々
買
取
申
二
付
、
右
屋
敷
被

林
八
十
助
　
印
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阿
部
玖
右
衛
門
殿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
傍
線
筆
者
）

　
林
下
は
こ
れ
ま
で
屋
敷
拝
領
を
望
み
な
が
ら
も
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
近
日
中
に
返
上
さ
れ
る
高
野
氏
の
屋
敷
を
指
定
し
て
望
ん

で
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
高
野
氏
の
「
家
内
々
買
取
」
つ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
例
で
は
、
家
屋
の
売
買
を
内
実
と
し
て
相
対
替
が
行
わ
れ
、

拝
領
者
の
異
動
は
家
屋
の
入
手
が
先
行
し
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
幕
末
に
は
下
屋
敷
ま
で
も
売
買
に
よ
っ
て
や
り
と
り
さ
れ
て
い
る
。
文
化
八
（
一
八
一
一
）
年
の
城
下
絵
図
に
は
城
下
三
の
丸
内
南
方
に
位

置
す
る
田
町
に
、
「
武
田
大
隅
下
屋
敷
」
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
下
屋
敷
に
関
し
て
武
田
家
に
残
さ
れ
た
証
文
に
は
、
文
久
二
（
一
八
六
；
年

に
「
左
近
司
元
太
郎
江
売
払
申
事
」
と
あ
り
、
武
田
氏
と
同
格
の
左
近
司
氏
に
売
却
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

　
十
八
世
紀
以
降
家
屋
が
売
買
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
と
と
も
に
、
借
金
の
抵
当
と
し
て
不
動
産
的
な
性
格
を
も
具
備
し
、
家
屋
が
資
産
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
い
く
様
子
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
性
格
を
端
的
に
示
し
た
の
が
、
家
督
相
続
の
際
に
生
じ
た
家
屋
の
継
承
を
め
ぐ
る
ト
ラ

ブ
ル
で
あ
る
。

2
家
屋
の
譲
渡
間
題

　
家
督
相
続
の
規
定
は
正
保
四
（
｝
六
四
七
）
年
の
家
中
掟
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
実
子
相
続
が
原
則
と
さ
れ
、
実
子
の
な
い
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

合
は
父
方
の
親
類
に
限
っ
て
跡
目
相
続
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
後
、
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
に
は
「
御
家
中
嫡
子
他
家
相
続
ヲ
許
サ
ル
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
、
他
家
の
相
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
、
享
保
二
（
一
七
一
七
）
年
、
下
級
家
臣
の
中
に
は
嫡
子
を
持
ち
な
が
ら
、
あ
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

家
督
を
相
続
さ
せ
ず
、
他
家
か
ら
養
子
を
と
っ
て
名
跡
を
継
が
せ
る
者
が
い
た
。
以
下
の
史
料
は
、
こ
の
事
件
の
経
緯
と
当
事
者
に
対
す
る
戒

告
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
前
略
）
家
屋
敷
之
儀
ハ
家
督
相
続
導
者
請
継
走
、
一
篇
之
御
作
法
二
候
処
、
内
々
勝
手
道
を
以
或
嫡
子
た
り
共
、
他
之
名
跡
二
遣
し
、
当
人
者
養
子

　
　
を
以
苗
字
韻
致
相
続
、
家
屋
敷
も
、
他
藩
遣
し
候
実
子
粗
方
為
相
続
候
儀
、
網
羅
字
相
続
之
者
ハ
差
置
、
実
子
次
男
等
二
家
屋
敷
相
続
候
類
ハ
皆
以
御
作
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法
相
破
事
候
故
、
如
此
度
　
公
儀
御
検
議
と
罷
成
不
調
法
之
至
尊
、
（
後
略
）
（
傍
線
筆
者
）

　
こ
の
例
で
は
、
家
屋
敷
を
嫡
子
と
し
て
迎
え
た
養
子
に
で
は
な
く
、
他
家
へ
出
し
た
実
子
へ
相
続
さ
せ
て
い
る
。
通
常
、
苗
字
を
譲
渡
す
れ

ば
、
俸
禄
の
み
な
ら
ず
家
屋
敷
を
も
譲
渡
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
居
宅
・
家
財
」
と
「
知
行
」
の
譲
渡
が
分
離
し
て
い
た
様
子

が
読
み
と
れ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
享
保
四
（
一
七
～
九
）
年
、
藩
は
養
子
相
続
に
お
い
て
「
捻
而
養
子
之
儀
、
同
姓
相
応
之
者
を
選

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ひ
」
「
同
姓
を
差
置
他
人
を
曲
筆
養
子
二
心
申
間
敷
」
事
と
戒
告
す
る
こ
と
で
不
正
を
糺
そ
う
と
し
た
。
戒
告
や
布
達
は
以
後
も
度
々
公
布
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
い
る
が
、
寛
政
元
（
｝
七
八
九
）
年
の
法
令
か
ら
は
、
そ
の
背
景
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
一
　
近
来
居
宅
・
家
財
を
は
実
子
・
実
娘
江
与
へ
、
名
跡
ニ
ハ
苗
字
・
知
行
計
を
譲
り
剰
父
子
別
居
し
、
実
子
・
実
娘
の
黒
帯
居
候
者
茂
有
之
由
、
不
届

　
　
　
二
被
思
召
候
、
随
而
縁
約
を
致
候
節
、
見
継
金
相
贈
候
御
制
腰
部
御
出
（
後
略
）

　
こ
の
史
料
の
前
半
部
分
に
は
先
の
史
料
と
同
様
に
父
と
養
子
の
別
居
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
き
「
縁
約
を
致
候
節
、
見
継

金
相
贈
」
る
行
為
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
養
子
の
受
け
入
れ
に
は
、
実
父
と
養
父
の
知
行
高
に
大
幅
な
差
が
な
い
よ
う
に
、
～
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

階
層
間
の
中
で
養
子
を
定
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
筋
目
違
」
の
間
で
の
養
子
縁
組
に
は
、
「
見
継
述
」
あ
る
い
は
「
土
産
金
」

と
称
す
る
金
銭
の
授
受
が
伴
う
例
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
史
料
の
例
で
は
、
実
子
を
他
家
の
養
子
に
出
し
て
い
る
た
め
、
表
面
上
嫡

子
が
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
他
家
か
ら
養
子
を
迎
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
中
に
は
自
家
の
格
よ
り
も
低
位
の
家
か
ら
養
子
を
迎
え
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

銭
を
受
領
す
る
者
が
い
た
。
天
保
期
の
裁
許
記
録
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な
工
作
が
発
覚
し
罰
せ
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
永
禁
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
の
丸
門
番
組
　
伊
藤
久
三
郎
母
む
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
圏
虫
損
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
右
ハ
夫
伊
藤
熊
次
死
跡
筋
目
之
者
可
惜
立
処
、
欲
二
登
血
統
を
差
置
、
無
筋
当
久
三
郎
に
為
候
様
、
借
金
國
翻
と
唱
ひ
過
分
の
金
子
取
話
中
に
て
、
相

　
　
続
家
屋
敷
他
え
相
譲
り
不
届
候
考
二
付
　
　
（
後
略
）

　
「
永
禁
足
」
と
は
、
～
週
間
以
上
の
拘
束
刑
で
あ
る
。
二
之
丸
門
番
組
の
伊
藤
久
三
郎
の
母
む
れ
は
、
夫
の
死
後
嫡
子
に
「
筋
目
之
者
」
を

迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
「
欲
二
登
」
つ
た
む
れ
は
、
「
無
筋
」
の
久
三
郎
を
養
子
に
迎
え
て
い
る
。
史
料
に
欠
損
し
て
い
る
箇
所
が
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あ
る
も
の
の
、
久
三
郎
を
迎
え
る
際
に
は
、
「
過
分
の
金
子
」
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
史
料
後
半
に
は
、
「
相
続
家
屋
敷
」
を
他
家
へ
譲

渡
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
苗
字
（
知
行
）
の
相
続
と
家
屋
敷
の
相
続
は
本
来
、
生
活
と
居
住
の
一
体
性
と
い
う
面
に
お
い
て
、
そ
の
家
の
嫡

子
に
同
時
に
継
承
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
母
む
れ
」
の
行
動
や
先
述
し
た
父
と
養
子
の
別
居
の
よ
う
に
両
者
の
継
承
が
分
離
し

て
い
た
実
像
が
当
該
社
会
に
お
い
て
見
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
か
つ
て
米
沢
の
郷
士
に
つ
い
て
調
査
し
た
長
井
政
太
郎
は
、
天
保
十
五
（
一
八
四
四
）
年
、
｝
軒
に
二
姓
（
二
つ
の
名
字
）
や
斎
忌
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

家
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
玉
庭
集
落
に
は
、
二
〇
二
名
の
武
士
名
を
確
認
で
き
る
が
、
実
際
の
戸
数
は
＝
ハ
八
軒
で

あ
っ
た
。
戸
主
数
と
戸
数
に
三
四
芦
の
差
が
生
じ
た
の
は
、
一
軒
に
二
姓
を
有
す
る
家
が
二
八
戸
あ
り
、
ま
た
三
韓
を
有
す
る
家
が
三
軒
あ
っ

た
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
「
禄
を
集
め
る
目
的
で
身
寄
少
な
い
老
人
を
引
取
り
、
家
族
中
の
一
人
に
其
の
姓
と
禄
を
譲
り
受
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

り
扁
も
し
く
は
「
名
義
の
み
養
子
縁
組
を
結
ん
で
姓
を
買
ひ
集
め
る
」
者
に
よ
っ
て
誘
引
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
表
面
上
他
家
の
嫡
子
に
な
っ

て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
血
縁
上
の
親
子
で
あ
り
完
全
な
家
族
で
あ
っ
た
。
同
氏
は
こ
う
し
た
例
を
朝
方
集
落
の
花
沢
な
ど
で
も
確
認
し
て
お

り
、
近
世
期
こ
う
し
た
居
住
形
態
が
広
く
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
近
世
中
期
以
降
「
家
」
の
継
承
と
居
住
の
あ
り
方
が
変
容
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
家
屋
の
扱
わ
れ
方
も
変
質
を
来
し
て
い
る
こ

と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
売
買
や
譲
渡
の
対
象
が
「
家
屋
敷
」
と
記
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
藩
か
ら
拝
領
さ
れ
る
屋
敷
（
敷

地
）
と
自
費
負
担
し
た
居
宅
と
が
一
体
化
し
て
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
十
八
世
紀
に
は
こ
の
敷
地
部
分
を
も
有
効
に
活
用
し
よ

う
と
す
る
動
き
が
見
え
、
拝
領
者
の
居
住
を
目
的
と
し
な
い
屋
敷
利
用
が
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。

①
前
掲
二
章
③
。
『
山
形
県
史
史
料
篇
一
六
近
世
史
料
監
獄
八
～
四
九
頁
。

②
前
掲
二
章
⑥
「
御
代
々
御
式
目
（
；
米
沢
衛
史
編
集
史
料
第
十
一
号
」
。

　
二
七
頁
。

③
前
掲
二
章
⑥
「
御
代
々
御
式
目
（
ε
米
沢
市
史
編
集
史
料
第
十
皿
号
」
。

　
四
五
頁
。

④
　
　
門
井
四
望
談
」
忠
形
再
編
『
新
編
鶴
城
叢
書
　
下
巻
㎏
山
形
県
、
｝
九
六
一
、

　
二
九
一
頁
。

⑤
前
掲
二
章
⑥
。
「
三
重
年
表
巻
之
二
・
巻
之
王
」
『
新
編
鶴
城
叢
書
上
巻

　
由
形
隈
耶
史
四
輪
料
…
編
扇
。
　
一
山
ハ
詣
八
百
ハ
。

⑥
「
猪
苗
代
町
古
来
屡
舖
並
井
見
聞
雑
記
偏
吉
田
家
所
蔵
文
書
甑
四
五
。
市
立
米
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沢
図
書
館
蔵
。

⑦
「
管
見
談
篇
林
泉
文
庫
目
録
R
…
四
一
－
囚
。
。
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

⑧
「
諸
学
留
、
諸
御
触
留
鳳
木
村
家
所
蔵
文
書
甑
八
。
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

⑨
「
記
扁
武
田
家
所
論
文
組
中
二
二
。
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

⑳
　
米
沢
野
史
編
さ
ん
委
員
会
編
「
御
代
々
御
練
週
（
一
）
米
沢
市
史
編
集
史
料

　
第
七
号
」
、
米
沢
市
、
一
九
八
｝
、
七
七
～
七
八
頁
。

⑪
「
米
沢
春
秋
一
山
形
県
編
『
新
編
鶴
城
叢
書
下
巻
由
形
県
史
資
料
高
島
山
形

　
県
、
一
九
六
｝
、
七
｝
～
七
二
頁
。

⑫
前
掲
二
章
⑥
。
「
御
代
々
山
鼠
圏
（
二
）
米
沢
市
史
編
集
史
料
　
第
十
…
号
」
。

　
四
八
～
四
九
頁
。
磯
田
道
史
に
よ
れ
ば
清
末
藩
に
お
い
て
も
惣
領
（
嫡
子
）
を
養

　
子
に
出
す
動
き
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
岡
山
藩
で
は
藩
士
の
三
分
目
一
以
上

　
が
異
姓
養
子
相
続
で
あ
っ
た
と
言
う
。
磯
田
道
史
「
藩
士
社
会
の
養
子
と
階
層
移

　
動
㎏
B
本
研
究
（
日
文
研
）
一
九
、
…
九
九
九
、
二
二
一
～
二
三
九
頁
。
谷
日
澄

　
夫
『
開
山
藩
政
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
六
四
、
七
七
二
頁
。

⑬
前
掲
二
章
⑥
。
「
御
代
々
御
式
目
（
二
）
米
沢
市
史
編
集
史
料
第
十
｝
号
扁
。

　
五
六
頁
。

⑭
米
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
門
御
代
々
御
式
目
（
四
）
米
沢
市
史
編
集
史
料

　
第
＝
ハ
号
漏
米
沢
市
、
一
九
八
五
、
八
九
～
九
〇
頁
。

⑮
以
下
の
史
料
に
は
武
士
の
縁
組
・
名
跡
・
死
跡
が
可
能
な
階
暦
関
係
が
記
し
て

　
あ
る
。
【
例
と
し
て
、
御
細
工
組
の
家
臣
は
上
位
の
三
手
組
と
の
縁
組
・
名
跡
・

　
死
跡
が
可
能
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
新
手
明
組
の
家
臣
は
三
手
組
の
者
へ
の
嫁
入

　
の
み
可
能
と
さ
れ
、
名
跡
は
不
可
と
さ
れ
た
。
市
立
米
沢
図
書
館
郷
土
史
料
「
米

　
沢
藩
諸
士
、
経
頭
、
役
ノ
名
称
鳴
浜
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

⑯
　
近
世
中
後
期
に
お
い
て
武
士
の
家
計
窮
乏
が
進
む
に
つ
れ
、
持
参
金
目
当
て
の

　
婚
姻
や
養
子
縁
組
が
盛
ん
に
な
る
と
さ
れ
る
。
松
尾
美
恵
子
「
近
世
武
家
の
婚

　
姻
・
養
子
と
持
参
金
㎏
学
習
院
史
学
十
六
、
　
…
九
八
○
、
二
六
～
五
二
頁
。
林
由

　
紀
子
「
近
世
武
家
の
家
の
あ
り
方
－
家
と
そ
の
継
承
！
」
歴
史
と
地
理
三
二

　
八
、
一
九
八
二
、
【
～
十
六
頁
。

⑰
「
御
裁
許
紗
」
上
杉
文
書
翻
録
四
八
七
。
こ
の
史
料
は
、
天
保
嬬
の
裁
許
内
容

　
が
留
め
ら
れ
て
い
る
。

⑱
長
井
政
太
郎
「
上
杉
藩
の
郷
士
聚
落
の
研
究
」
郷
土
研
究
会
編
『
由
中
郷
土
研

　
究
叢
書
』
国
書
刊
行
会
、
｝
九
八
一
一
、
｝
～
二
〇
頁
。

⑲
前
掲
二
章
⑱
長
井
論
文
。
六
八
～
六
九
頁
。
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四
　
屋
敷
の
居
住
外
利
用
－
門
屋
借
を
申
心
と
し
て
一

　
武
家
地
は
元
来
、
武
士
と
そ
の
家
族
の
居
住
の
場
と
し
て
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
武
家
地
で
は
家
屋
の
資
産
化
を
背
景
と
し
て
、
徐
々
に

こ
う
し
た
目
的
以
外
の
屡
敷
利
用
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
屋
敷
の
居
住
外
利
用
と
称
し
、
そ
の
諸
将
に
つ
い
て
検
討
し

た
い
。

　
そ
の
一
つ
は
他
者
へ
の
屋
敷
貸
与
で
あ
る
。
家
臣
に
下
賜
さ
れ
た
屋
敷
は
、
拝
領
者
が
そ
の
屋
敷
に
居
住
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
拝
領
者
の
事
情
に
よ
っ
て
は
屋
敷
を
他
者
へ
貸
与
す
る
こ
と
が
公
的
に
可
能
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
享
保
十
四
（
…
七
二
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　　　　　第ユ図　「外之内村之内　代官町　木場町　信夫町」文化9（1812年置

＊　本図は，代官町の図である。代官町には，耕地として利用された屋敷が3カ所あり，色を塗

　って図示されている。該当地には等級と面積が記載されている。

九
）
年
の
願
書
に
は
「
拙
者
之
儀
い
ま
た
若
年
二
御
座
候
並

愚
妻
儀
も
同
様
之
儀
二
御
座
候
得
者
、
当
時
居
宅
住
居
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

御
座
候
引
付
」
、
屋
敷
を
他
者
に
貸
与
し
た
い
と
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
幼
年
の
う
ち
に
家
督
を
継
承
し
た
た
め
、
一
類

の
も
と
で
生
活
す
る
こ
と
と
な
り
、
現
時
点
で
屋
敷
を
必

要
と
し
な
か
っ
た
者
も
存
在
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
耕
地
と

し
て
の
屋
敷
利
用
も
散
見
す
る
。
そ
れ
が
い
つ
頃
か
ら
始

ま
っ
た
か
に
つ
い
て
定
か
で
な
い
も
の
の
、
文
化
九
（
［
八

一
二
）
年
に
は
城
下
の
耕
地
分
布
を
主
題
と
し
た
絵
図
が
御

用
絵
師
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
（
第
ユ
幽
）
。
し
た
が

っ
て
、
文
化
期
以
前
の
武
家
地
で
は
す
で
に
こ
う
し
た
屋

敷
利
用
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
絵
図

に
は
耕
作
地
と
な
っ
た
十
ヶ
所
の
屋
敷
が
描
か
れ
、
そ
れ

ら
は
合
計
五
反
一
撃
四
歩
に
及
ぶ
。
耕
地
の
区
画
は
、
他

の
拝
領
屋
敷
と
同
等
の
屋
敷
割
に
な
っ
て
お
り
、
屋
敷
全

体
を
利
用
し
て
の
耕
作
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
屋
敷
の
居
住
外
利
用
に
お
い
て
も
っ
と
も
一
般
的
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
、
武
士
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

借
家
経
営
が
あ
る
。
城
下
武
家
地
に
お
い
て
、
家
臣
の
中
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第2表　「宗門御改帳」にみる文政八年～九年二月までの与板組除籍者名

氏　名 続　　柄 年齢 理　　　　由 日　時 備　考

妻 湯野川善趣妻 53 病死 文政8年12月
妻 湯野川善造嫡子 18

悸　，　9　　P　，　卿　　F　り　　F　　一　一　一　　一　曽　　噛　　瞳　　齢　脚

?兵衛
雫　，　一　置　一　一　冒　幽　　幽　　，　噛　　簡　　齢　卿　　P　，　嘔　一　一　一　　一　一　　一　一　　一　　一　冒

猪?川善造召仕譜代 Q6 病死 文政8年4月 i住越後
吉蔵 湯野川善造門屋借 22 不調法にて欠所 文政8年6月 永住越後

養母 告蔵養母 54 不調法にて欠所 文政8年6月 永住越後

佐吉 湯野川善造門屋借 24 不調法にて欠所 文政8年6月 永住越後

小野里勘助 54 物頭命にて長井金左衛門組曲入 文政9年1月
松蔵 勘助嫡子 29
～P■畢ρ

�ﾐ 勘助三男 20

高津駿三郎 38 近習組江召入 文政8年6月
妻 駿三郎妻 32

小太郎 駿三郎嫡子 2

千重 駿三郎娘 王0

母 駿三郎母 60

寅之助 駿i三郎召仕譜代 38

吉右衛門 平田黒門敵陣 33

妻 吉右衛門妻 26

ふじ 吉右衛門娘 7

たか 吉右衛門娘 4

みや 吉右衛門娘 2

姑 吉右衛門弓1添 44

徳間半蔵 37 御馬廻石坂次左衛門組林元右衛門

ｺ江取合、名跡差越 文政8年5月

宇津江五右衛題 40 御使番被仰付格帳二相成 文政8年6月
妻 五右衛門妻 33

金之助 五右衛門嫡子 12

仙作 五右衛門次男 9

美屋 五右衛門娘 5

五左衛門 五右衛門父隠居 75

留兵衛 土佐林八兵衛門屋借 62 組外御扶持方豊鴫丈右衛門門屋借
栄太 留兵衛子 34 引越

妻 栄太妻 32

清蔵 栄太子 11

はる 栄太娘 5

清次 栄太子 3

v助
，　一　一　一　　一　冒　一　　一　一　　幽　　「　塵　噛　　・　　，　”　　，　雫　¶　　F　　，　F　　一　一　一　一　　一

y佐林八兵衛門屡借 P4 g外御扶持方豊嶋丈右衛門門屋借

�z
みや 太田清四郎妹 24 御徒原三左衛門組石山藤弥妻縁定 文政8年10月
岩田 嘉左衛門岩田躰左衛 65 病死 文政8年5月

門父隠居

屋よ 鳥羽三十郎妹 16 与板森六郎左衛門組津田善助妻縁 文政8年9月
定

五十嵐徳次郎 五十嵐長蔵弟 9 出家 文政8年5月
起七 篠□就八郎弟（ママ） 23 御馬廻石坂長吉組村囲亀次妻縁定 文政8年4月
小林清右衛門 小林熊次祖父隠居 70 病死 文政8年玉1月

長井岩太郎 龍雲弟 12 出家 文政8年11月

岡嶋名兵衛
v［コ郎

ﾈ 不明

萬次
mコ次

各世帯毎に区切り線を設けた。そのうち召仕や門屋借世帯については、さらに波線で区切ってい
　る。

※　「文政九年二月十日　宗門御改帳」市立米沢図書館所蔵郷ニヒ資料、市立米沢図書館蔵。より
　作成。
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拝領屡敷の利用にみる武士の屋敷観と武家地管理政策の展開（渡辺）

に
は
屋
敷
内
に
門
も
し
く
は
母
屋
に
付
属
し
た
小
屋
（
薩
こ
れ
ら
は
「
門
屋
」
と
称
さ
れ
る
）
を
立
て
、
こ
こ
に
奉
公
人
な
ど
を
住
ま
わ
せ
賃
貸

　
　
③

さ
せ
た
。
米
沢
で
は
こ
れ
を
「
門
屋
借
」
と
言
う
。
一
方
、
町
人
地
で
の
借
家
は
「
台
所
借
」
と
称
し
、
武
家
地
の
「
門
屋
借
」
と
は
区
別
し

た
。
「
門
屋
借
」
は
、
上
記
の
居
住
外
利
用
の
中
で
規
制
や
細
則
が
も
っ
と
も
多
く
、
当
該
社
会
に
お
い
て
広
く
み
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。

史
料
上
に
み
る
「
門
屋
借
」
の
初
出
は
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
で
あ
り
、
十
七
世
紀
後
半
に
は
す
で
に
武
家
地
で
の
借
家
経
営
が
始
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
④

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
門
屋
の
主
な
借
り
手
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
を
残
す
が
、
藩
法
や
細
則
か
ら
中
間
や
年
季
奉
公
人
さ
ら
に
名
子
な
ど

で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
屋
敷
主
に
は
門
屋
借
の
所
帯
数
や
そ
の
人
数
、
居
住
年
数
を
報
告
さ
せ
る
義
務
を
課
し
た
。
岡
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
人
頭
請
払
」
の
な
い
門
屋
借
は
決
し
て
置
か
な
い
よ
う
度
々
布
達
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
の
「
宗
門
御
改
帳
」
に
は
、
武
士
の
「
門
屋
借
」
を
示
す
記
載
が
あ
る
。
こ
の
史
料
は
、
文
政
八
（
一
八
二
五
）
年
か

ら
翌
年
二
月
ま
で
の
お
よ
そ
一
年
間
に
お
け
る
、
与
板
組
に
籍
を
置
く
隠
士
の
出
生
者
や
死
亡
者
お
よ
び
転
出
入
者
の
氏
名
が
家
臣
の
家
族
や

奉
公
人
ま
で
を
対
象
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
第
2
表
は
、
文
政
八
年
の
一
年
間
に
与
板
組
か
ら
除
籍
し
た
者
を
整
理
し
た
。
湯
野
川
家
に

お
い
て
は
、
ま
ず
湯
野
川
善
玉
の
妻
お
よ
び
召
仕
が
病
死
し
、
さ
ら
に
嫡
男
の
嫁
が
離
縁
し
た
た
め
、
「
減
人
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
続
き
、

湯
野
川
宅
に
は
吉
蔵
、
養
母
が
「
門
屋
借
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
一
家
族
で
あ
り
、
「
永
住
越
後
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
も
と
は
越
後
に
居
住
し
て
い
た
者
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
湯
野
川
宅
に
は
別
所
帯
の
佐
吉
が
い
る
こ
と
か
ら
、
二
所
帯
の
「
門
屋
借
」

が
居
住
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
年
、
彼
ら
は
不
調
法
の
た
め
に
「
欠
所
」
の
処
罰
を
受
け
、
湯
野
川
宅
か
ら
退
去
し
て
い
る
。
こ
の
他
、

高
津
駿
三
郎
宅
に
は
一
所
帯
六
名
、
土
佐
林
八
兵
衛
宅
に
は
一
所
帯
五
菜
の
家
族
が
「
門
屋
借
」
と
し
て
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。

　
一
方
、
第
3
表
は
同
期
間
中
の
与
板
組
へ
の
加
入
者
を
示
し
て
い
る
。
先
の
湯
野
川
宅
に
は
、
吉
蔵
～
家
お
よ
び
左
吉
が
退
去
し
た
三
ヶ
月

後
に
栄
蔵
一
家
が
越
し
て
い
る
。
彼
ら
は
林
嶋
安
右
衛
門
宅
よ
り
の
移
転
で
あ
り
、
「
永
住
越
後
」
の
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
別
所
帯
の
喜

兵
衛
一
家
も
「
門
屋
借
」
を
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
湯
野
川
宅
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
所
帯
の
「
門
屋
借
」
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
留
兵
衛
一
家
が
退
去
し
た
土
佐
林
氏
の
「
門
屋
」
に
も
、
新
た
に
四
郎
兵
衛
夫
婦
が
越
し
て
い
る
。
彼
ら
は
勘
定
頭
の
横
山
勇
次
郎
宅
か
ら
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第3表　「宗門御改帳」にみる文政八年の与板組加入者名

氏　名 続　　　　柄 年齢 理　　　　　由 日　　時 備　考

伝左衛門 湯野川善造召仕譜代 47 欠所者郡害斬より買取 文政8年12月

国蔵 湯野川善造召仕譜代 28 欠所考郡割所より買取 文政9年ユ月

h蔵 湯野川一堂門膣借 36 林1鴫安右衛門所より引越 文政8年9月 永住越後

妻 栄蔵妻 38 永住越後

栄太 栄蔵子 13 永住越後

つき 栄蔵娘 4

，　一　一　一　一　，　顧　，　P　－　一　■　・　蘭　P ，　　一　一　一　一　冒　幽　　・　胴　　彌　曾　，　　，　　一　一　一　　匿　噛　　噛　　「　曹　輪　　P　騨　，　辱　，　，　　一　　匿　一　一　　一　曹　顧　　9

妻 湯野川善造門屋惜喜兵衛妻 21 縁定 文政8年3月
とり 喜兵衛娘 2 出生 文政8年11月

桜井清助 吉次郎嫡子 2 出生 文政8年9月

卯之助 佐野源四郎召仕壱季 59
尾長村肝煎坂田平次窃衛門下

�ｪ伊助新壱季
文政8年4月

みよ 徳間九兵衛娘 24 離縁 文政8年7月

みか 徳聞九兵徳嫡子栄吉娘 2 出生 文政8年8月

佐藤文太 38 与板立岩藤左衛門組より当組 文政8年7月
妻 文太妻 36 へ召入

郁太 文太嫡子 8

きく 文太娘 ！0

輿吉 文太弟 26

やの 文太妹 15

母 文太母 58
雫　　P　，　　一　，　一　一　　一　噛　　一　曹　「　　階　曾　P

利右衛門 佐藤文太召仕譜代 31 毛利上綱より御欠所者譲受 文政8年12月

石原中六 石原恒弥次男 2 出生 文政8年8月

りの 永井栄次嫡子貞助娘 2 出生 文政8年8月

香坂熊太郎 香坂丈助嫡子藤雲嫡子 2

妻 土佐林八兵衛嫡子仲吉妻 ユ4 縁定 文政8年4月

四郎右衛門

ﾈ
土佐林八兵衛門屋借

l郎右衛門妻

60

T7
勘定頭横山勇次郎門屋借引越

文政8年4月

妻 根岸吉蔵妻 26 縁定 文政8年10月

立岩礼助 立岩源左衛門嫡子 25 名跡 文政8年6月

つる 八木駒之丞妹 2 轟生 文政8年12月

たき 八木駒之丞妹 2 出生 文政8年12月

各世帯毎に区切り線を設けた。そのうち召仕や門麗借世帯については、さらに波線で区切っている。

※　「文政九年二月十巳　宗門御改帳」市立米沢図書館所蔵郷土資料、市立米沢園書館蔵。より作

　成。
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拝領屋敷の利用にみる武士の屋敷観と武家地管理政策の展開（渡辺）

の
移
転
で
あ
っ
た
。
「
門
屋
借
」
の
移
動
は
第
2
・
3
表
を
み
る
限
り
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
武
士
の
借
家
経
営
は
屋
敷
内
の
不
用
地
を
利
用
す
る
程
度
に
留
ま
ら
ず
、
元
禄
十
二
（
エ
ハ
九
九
）
年
に
は
「
近
年
、
門
屋
借
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

計
差
置
、
其
身
不
居
墨
筆
有
之
偏
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
拝
領
者
が
当
地
へ
居
住
せ
ず
、
「
門
屋
借
」
の
み
居
住
さ
せ
る
者
を
生
み
出
し
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
、
正
徳
二
（
一
七
～
二
）
年
に
は
「
屋
敷
守
之
た
め
門
屋
等
作
置
、
屋
敷
守
差
置
候
面
々
、
今
度
相
続
候
」
と
の
布
達
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
屋
敷
守
と
偽
っ
て
門
屋
借
を
置
い
て
い
た
例
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
拝
領
し
た
屋
敷
を
「
門
屋
借
」
の
み
の
利
用
に
特
化
さ
せ
る

こ
と
は
、
屋
敷
を
収
入
源
と
し
て
運
用
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
不
正
な
屋
敷
利
用
と
見
な
さ
れ
た
も
の
の
屋
敷
守
と
門
屋
借
の
判
別
は
藩

側
に
と
っ
て
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藩
が
こ
う
し
た
事
態
に
対
し
諸
策
を
講
じ
対
策
に
乗
り
出
す
の
は
、
十
八
世
紀
ま
で
待
た
な
く

て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

①
前
掲
二
章
①
。

②
「
外
之
内
村
絵
図
」
・
「
外
之
内
村
之
内
代
官
町
木
場
町
信
夫
町
図
」
・
「
外
之
内

　
村
絵
図
西
」
岩
瀬
家
所
蔵
文
書
聖
心
一
五
～
五
一
七
。
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。

③
門
屋
を
設
け
た
家
臣
宅
の
見
取
り
圏
は
見
い
だ
せ
な
い
も
の
の
、
原
方
集
落
の

　
皿
つ
で
あ
る
芳
泉
町
に
は
現
在
も
江
戸
時
代
の
武
家
屋
敷
が
保
存
活
用
さ
れ
て
お

　
り
、
こ
の
中
に
は
門
屋
と
考
え
ら
れ
る
小
屋
あ
る
い
は
付
属
屋
の
存
在
が
確
認
で

　
き
る
。
米
沢
布
教
育
委
員
会
編
『
南
原
地
区
芳
泉
町
一
伝
統
建
造
物
群
保
存
対

　
策
調
査
報
告
轡
一
隔
米
沢
市
教
育
委
員
会
、
一
九
九
四
、
八
二
～
九
九
頁
。

④
　
前
掲
三
章
⑩
。
一
三
八
頁
。

⑤
前
掲
三
章
⑩
。
一
三
八
頁
。

⑥
「
文
政
九
年
二
月
十
日
宗
門
御
改
帳
」
市
立
米
沢
図
轡
館
所
蔵
郷
土
資
料
。

五
　
藩
の
武
家
地
管
理
政
策
と
そ
の
背
景

　
市
立
米
沢
図
書
館
蔵
。
米
沢
藩
で
は
武
士
の
宗
門
人
別
帳
が
数
冊
残
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
組
単
位
で
集
計
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
。
米
沢
藩
の
組
は
、

　
戦
闘
時
に
お
け
る
集
団
単
位
で
あ
っ
た
が
、
武
士
身
分
は
侍
継
・
三
手
組
（
与
板

　
紐
・
五
十
騎
縄
・
馬
廻
組
を
合
わ
せ
た
総
称
）
・
扶
持
方
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い

　
た
。
こ
れ
ら
三
組
を
大
枠
と
し
て
、
組
の
内
部
は
さ
ら
に
細
分
化
さ
れ
て
い
た
。

　
本
稿
で
用
い
た
宗
門
翌
翌
帳
の
宛
名
は
長
井
金
左
衛
門
お
よ
び
多
功
波
衛
と
な
つ

　
て
い
る
。
前
者
は
文
政
九
年
時
点
で
当
組
の
三
十
人
頭
（
延
米
組
頭
）
で
あ
り
、

　
後
者
は
宗
門
奉
行
で
あ
る
。

⑦
前
掲
三
章
⑩
。
一
六
九
頁
。

⑧
前
掲
二
章
⑥
。
「
御
代
々
御
式
目
（
二
）
米
沢
市
史
編
集
史
料
第
十
一
号
」
。

　
二
七
頁
。

前
章
ま
で
検
討
し
た
家
臣
の
屋
敷
利
用
を
ふ
ま
え
て
、
本
章
で
は
通
史
的
に
米
沢
藩
の
武
家
地
管
理
政
策
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
書
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第4表　米沢藩の武家地に対する法令と出来事

年　　号 屋　敷　関　係 備　　　　考

1609（慶畏14） 上杉景勝、宅地の区画を指図させる

1640（寛永17） 米沢大火、武家地の一部まで延焼

1646（正保3） 武家屋敷三百六十軒焼失

1660（万治3）
城南武家地から出火、武家屋敷、町屋合わせて二百
Z十軒焼失

1664（寛文4） 半知減封
1671（寛文11） 武家屋敷七十～軒焼失

1678（延宝6） 米沢大地震で損害多大

1683（天和3）
侍紐下屋敷の坪数、六千坪、四千五百坪、千二百坪、
ｵ百五十坪の四種類に定められる

1685（貞享2）
宗門人別帳に門屋借まで記すよ

､指示

1690（元禄3）
上杉網憲、家中の困窮者に京都
ｩら融通の財貨を分配

1699（元禄12）
・門屋借のみの屋敷利用を禁止・城下付近の山林の伐採禁止

1701（元禄14） 知行4分の1借上

1702（元禄15）
知行4分の1借上が続くことを

ｦ達
1704（宝永1） 知行半知借上のために倹約を指示

1707（宝永4）
城下三之丸内での門屋惜による商いを許可。ただし
V規出店は不許可とする

1708（宝永5）
・百石以下一扶持方まで門屋借を許記する・城下の侍町3町での門屋借の商いを許可する 家中困窮のため、知行物成4分の

P借上の内、銀方の借上を停止

1711（正徳1） 城下外縁の侍町3町に店をだすことを許可する

17ユ2（正徳2）

・下灘借（借家）のみ置くこと禁止・門屋借のための新役人設罎・屋敷地内に一年以内に家屋を造らない者の屋敷は

v収・諸奉公人屋敷、下屋敷の木の実につき納蔵方示達

1717（享保2）

・「上券」の初出・他家への屋敷貸与を許可・家作できない者は一旦藩へ屋敷を返上し、家作可

¥な時節に屋敷拝領を凹凹するよう指示・屋敷不正相続、屋敷不正交換が起こる

1719（享保4）
米沢蔵元逼迫につき生活に余裕のある藩士から一割
ﾜ分の利息で来年十二月まで借上

1720（享保5）
参勤の資金不足につき、家臣に

?別銭を徴収
1722（享保7） 空屡敷にして一類のもとへ同居することを禁ず

1724（享保9）

門屋借の商い棚田覇を緩和 ・宗門人別帳、五年に一度ずつ
�oするように示達・家臣へ知行借上を命じる。こ

鼈ﾈ後、恒常化

1728（享保13）
諸奉公人へ3年以内に家作の命、家作不可能の者は
ｮ敷没収

175ユ（宝贋1） 家作の期限を2年延長する

1772（安永1）
漆苗の植え立て頭取役を新設し、また二之丸に役場

�ﾝける
1779（安永8） 家臣の屡敷へ漆植立の命

玉781（天明1）

・家臣の抱地の年貢が滞納のため上納期限を設けら
黷驕

E家臣屋敷・諸寺院・抱え地の漆が枯れた場合は藩
ｩら苗木が分配
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拝領屋敷の利用にみる武士の屋敷観と武家地管理政策の展開（渡辺）

1786（天明6） 宗門改帳の提出催促（武士へ）

1789（寛政1）
家中諸士の生活困窮のため、当
Hの出金見送り

1791（寛政3）
町歴に屋敷がある諸士・諸職人に対して町役1／5の支
･いの命（これまでは免除）

ユ792（寛政4） 宗門改帳の形式の簡略化

1794（寛政6）
諸士在職居屋敷の樹木伐採の命。但、漆・桑・梨
q・柿・栗・菓物は免除
・罷申端々並合方へ
今後年転地への埋葬の禁止（墓所はこれまでは年貢免
除であったため）

1796（寛政8） ・諸士の屋敷面積で分限に不相応の屋敷地は規程面
積以上に対して年貢を課す
・三の丸内に空屋敷を持っている者の維持・管理の
徹底

1797（寛政9）
・諸士の屋敷に黄連（生薬）の植立を命・大身・小身に対して養蚕の義務

町屋・諸門屋にいる足軽数十人は現在原方の屋敷も
1798（寛政10） 不足しているため、5～7年のうちに家作して引越

すようにと作事屡頭から示達

・諸士の次三男兄弟伯父甥などの郷村土着につき：
引越から3年は年貢免除。4年目から7年目まで半
免。家作料は城下から引越しの者には30貫文。在郷
から引越す者には20貫文支：給。家作材として御三か
ら松・雑木30本の購入を許可

1801（享和ユ）
・牛森地区開墾の奨励；引越す者には上畑2反5畝、
ｮ敷2反、漆の下畑喚反、屋敷以外の分の年貢上納
のこと。但、すでに在郷居住者の屋敷で2反に達し
ていない場合は不足分を与え、充足している場合は
過分を没収。さらに拝領屡敷を所持している者は今
まで通りその屡敷もさらに在郷の屋敷も所持するこ
とを許可

1803（享和3） 諸組へ：養蚕の奨励

1806（文化3）
家臣に家屋敷内藪払いのうえ、桑木の植え立てを示

Bする

1809（文化6）
武家地において耕地利用している屋敷を描いた絵図
�?成（耕地利用への課税）

182ユ（文政4） 家中抱地年貢上納遅滞につき取り締まり強化

1822（文政5） 宗門改帳の提出催促

・拝領屋敷内に3年経過しても家作しない者の屋敷
は家作する者に分割下賜する。家作しない者の屋敷
は没収

1826（文政9） ・勝手に屋敷面積を見分縄にて測量し屋敷を分割し
てはならない
・抱屋敷に今まで住んでいた者・抱屋敷に小屋を造
り住んでいた者は「屋敷帳」に記入の命

嘆年目以降、家作もせず抱麗敷に小屋など作ること
を禁止。但し、届けを出した者は今からユ5年間の家
作猫予期間を与える。16年臣以降、拝領を希望する

1828（文政ユ1） 者へ分譲する。但し、拝領凹凹を下賜されて3年た
っても家作しない者は来年から屡敷は拝領人の有無
にかかわらず取り上げ、年貢地にする

ユ838（天保9）
屋敷内への麦の植え付けの命。麦種を希望する者に
ﾍ藩が払い下げ。余分に余った麦は藩が買い上げ

1845（弘化2）
・畑地所持者へ五穀の植え付けの命・屋敷内に麦大根の植え付1ナの命

家臣の薄書の提出の命

米沢市史編さん委員会編『御代々式E』（1）～（6）。および同『米沢市史大年表・索粥米沢市、
　1999。より作成
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及
し
た
い
。

　
十
七
世
紀
は
先
述
し
た
と
お
り
、
藩
政
の
変
動
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
第
4
表
に
示
し
た
と
お
り
災
害
の
頻
発
し
た

　
　
　
　
　
　
①

時
代
で
も
あ
っ
た
。
寛
文
期
に
は
十
五
万
石
の
減
封
と
そ
れ
に
伴
う
二
度
目
の
城
下
拡
張
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
末
ま
で
、
藩
は
武

家
地
に
対
す
る
支
配
方
針
を
明
示
し
て
お
ら
ず
、
家
臣
の
収
容
や
災
害
対
策
、
消
防
体
制
の
確
立
と
い
っ
た
目
先
の
問
題
へ
の
対
応
や
そ
の
他

の
応
急
対
策
だ
け
で
精
～
杯
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
武
家
地
の
管
理
制
度
が
確
立
す
る
の
は
、
十
八
世
紀
初
頭
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
屋
敷
の
受
給
や
異
動
に
関
わ
る
諸
手
続
き
が
制
度
化
し
た
こ

と
に
く
わ
え
、
藩
は
、
武
士
の
借
家
経
営
に
対
し
て
本
格
的
な
把
握
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
。
宝
永
四
（
～
七
〇
七
）
年
お
よ
び
五
（
一
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

八
）
年
、
「
門
屋
借
」
に
対
す
る
総
括
的
な
法
令
を
定
め
た
。

　
　
宝
永
四
年

　
　
　
一
、
諸
奉
公
人
門
屋
下
之
者
、
於
三
之
丸
見
世
を
出
、
諸
色
商
買
物
差
置
候
、
向
後
奉
公
人
町
新
見
世
店
出
定
儀
、
御
停
止
二
候
、
但
只
今
迄
有
来
候
分

　
　
　
　
ハ
可
為
格
別
事

　
　
宝
永
五
年

　
　
　
～
、
給
人
百
五
拾
石
以
上
門
屋
借
者
勿
論
台
所
借
た
り
共
一
切
可
為
無
用
、
併
御
境
目
御
役
屋
二
被
差
置
候
面
々
、
網
干
中
屋
敷
下
墨
敷
有
之
家
来
不
差

　
　
　
置
候
面
々
ハ
、
一
所
帯
者
不
苦
候
事

　
　
　
一
、
百
石
以
下
之
面
々
御
扶
持
逓
り
迄
ハ
門
屋
借
台
所
借
共
二
当
時
一
円
携
候
者
不
勝
手
盛
子
細
可
有
之
候
間
、
門
屋
借
成
共
一
所
帯
追
星
差
置
候

　
　
　
附
、
館
山
口
御
仲
間
町
成
嶋
町
此
三
ケ
所
門
屋
之
儀
ハ
、
古
来
よ
り
致
商
買
（
売
力
）
其
辺
之
給
人
勝
手
二
茂
謄
躍
儀
を
以
、
只
今
迄
之
通
商
買
物
為

　
　
　
　
致
之
可
差
鍛
候
、
併
面
々
地
主
よ
り
幾
所
帯
差
置
侮
練
習
買
物
致
候
と
、
其
品
銘
々
書
付
蝶
々
頭
々
江
可
差
出
候
事
、

　
宝
永
四
年
の
条
例
に
は
、
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
三
之
丸
内
で
の
「
門
屋
借
」
の
商
い
を
容
認
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
今

後
の
新
規
出
店
は
「
御
停
止
」
と
さ
れ
た
。
宝
永
五
年
の
第
一
条
、
第
二
条
で
は
「
門
屋
借
」
の
貸
し
手
を
明
確
に
規
定
し
た
。
基
本
的
に
百
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　　　　　　　　第2図　　「門屋借」の商業許可地区
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　「旧米沢城下絵図」元禄13（1700）年より作成。南陽市立結城記念館所蔵。
i纒

　　團團鑑

　　國團團離

1聾團……

最

上

川

（卜

曹
g
）

oっ

m



五
拾
石
以
上
の
知
行
取
は
門
屋
借
を
「
一
切
可
為
無
用
」
と
し
、
在
勤
の
者
や
中
・
下
屋
敷
を
有
し
な
が
ら
家
来
を
置
か
な
い
者
に
つ
い
て
は

「一

椛
ﾑ
者
不
言
」
と
し
た
。
一
方
、
百
石
以
下
の
知
行
取
か
ら
御
扶
持
取
の
家
臣
に
対
し
て
は
、
一
所
帯
と
い
う
条
件
付
き
で
「
門
屋
借
」

を
置
く
こ
と
を
認
可
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
「
不
勝
桜
之
子
細
」
も
あ
る
か
ら
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
藩
が
「
門
屋
借
」
を
奨
励
し
た
訳
で

は
な
い
こ
と
を
留
意
し
た
い
。

　
貸
し
手
の
確
定
に
続
い
て
、
第
三
条
の
「
附
」
で
は
指
定
地
域
に
お
い
て
「
門
屋
借
」
の
商
売
行
為
を
許
可
す
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
許

可
さ
れ
た
「
館
山
口
御
仲
間
町
成
嶋
町
」
の
三
ヶ
所
に
つ
い
て
は
「
古
来
よ
り
致
商
買
（
売
力
）
其
辺
之
給
人
」
も
利
用
し
て
い
た
と
言
う

　
　
　
③

（
第
2
図
）
。
そ
こ
で
「
只
今
迄
之
通
、
商
買
物
為
致
之
可
差
置
候
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
商
い
が
許
可
さ
れ
た
。
す
で
に
前
年
の
法

令
で
は
、
三
の
丸
内
で
の
商
い
は
条
件
付
き
で
許
可
さ
れ
て
い
た
が
、
翌
年
に
は
仲
間
町
・
館
山
口
に
限
定
さ
れ
許
可
さ
れ
た
こ
と
と
な
る
。

～
方
、
成
嶋
町
は
三
の
丸
外
側
に
あ
た
り
、
郭
外
に
ま
で
「
門
屋
借
」
の
商
業
公
認
が
拡
大
し
た
。
当
町
は
、
「
門
屋
借
」
を
許
可
さ
れ
た
扶

持
取
な
ど
下
級
の
家
臣
が
多
く
居
住
し
た
町
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
正
徳
二
（
～
七
＝
一
）
年
、
藩
は
こ
れ
以
降
の
新
規
出
店
を
認
め
ず
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
ら
三
ヶ
所
で
さ
え
門
屋
借
の
商
業
行
為
を
あ
く
ま
で
も
臨
時
的
・
限
定
的
な
も
の
と
し
て
認
め
て
い
た
様
子
が
読
み
と
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
正
徳
二
（
一
七
一
二
）
年
、
藩
は
門
屋
借
の
統
制
の
た
め
に
新
た
に
五
七
の
役
人
を
任
命
し
た
。
具
体
的
職
務
と
し
て
は
、
第
一
に
借
り
手

の
人
口
増
減
や
素
性
の
把
握
が
あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
「
門
屋
借
」
の
「
増
減
吟
味
」
、
「
家
内
切
人
別
之
事
」
、
「
歳
相
之
事
」
の
調
査
を
命
じ
、

と
く
に
「
家
業
付
嘉
事
」
に
つ
い
て
は
念
入
り
な
監
督
を
求
め
た
。
「
〆
売
〆
買
」
の
恐
れ
の
あ
る
薪
や
炭
な
ど
の
売
買
を
規
制
す
る
ね
ら
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
享
保
九
（
一
七
二
四
）
年
、
「
門
屋
借
之
者
諸
商
物
品
玉
願
之
上
売
買
、
向
後
は
何
に
て
も
勝
手
次
第
書
影

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

仕
不
苦
候
」
と
指
示
さ
れ
、
販
売
晶
の
規
制
緩
和
が
図
ら
れ
て
い
る
。

　
役
人
の
職
務
の
第
二
は
、
前
章
で
述
べ
た
武
家
地
で
の
不
正
な
屋
敷
利
用
対
策
で
あ
っ
た
。
先
述
の
通
り
、
武
家
地
で
は
「
門
屋
借
」
の
み

に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
た
屋
敷
が
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
屋
敷
利
用
は
違
法
と
さ
れ
、
元
禄
十
二
（
装
置
九
九
）
年
、
拝
領
者
に
は
即
刻
の
「
家

作
」
を
指
示
す
る
と
と
も
に
当
地
へ
「
居
懸
」
す
な
わ
ち
居
住
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
状
態
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
え
、
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⑧

正
徳
二
年
、
「
門
屋
借
」
の
み
置
い
て
い
る
屋
敷
を
「
今
度
相
改
」
と
指
示
し
た
。
藩
に
と
っ
て
、
「
門
屋
借
」
の
認
可
が
、
拝
領
者
の
当
地
へ

の
居
住
を
前
提
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
門
屋
借
」
へ
の
布
達
や
戒
告
は
、
関
下
の
組
頭
を
経
由
し
て
、
家
臣
す
な
わ
ち
そ
の

「
地
主
」
（
H
屋
敷
拝
領
者
）
へ
言
い
渡
さ
れ
た
。
先
の
宝
永
五
年
の
第
三
条
「
附
」
に
も
、
「
面
々
地
主
」
に
「
門
屋
借
」
の
所
帯
数
や
販
売

品
の
報
告
を
命
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
門
屋
借
」
の
人
別
に
関
し
て
も
、
前
章
の
「
宗
門
御
嵩
帳
」
の
記
載
形
式
に
見
る
よ
う
に
、
移
動
の

顕
著
で
あ
っ
た
「
門
屋
借
」
は
屋
敷
拝
領
者
の
配
属
と
し
て
支
配
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
門
屋
借
」
の
み
の
屋
敷
利
用
は
、

拝
領
者
の
監
督
不
履
行
に
あ
た
る
。
こ
の
た
め
、
正
徳
期
以
降
も
度
々
家
臣
に
屋
敷
の
「
家
作
」
と
と
も
に
「
宮
丘
」
を
命
じ
、
「
家
作
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

き
な
い
者
は
　
旦
藩
へ
屋
敷
を
返
上
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
享
保
二
（
～
七
一
七
）
年
に
は
武
士
相
互
の
屋
敷
貸
与
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
、
「
一
類
和
合
之
上
借
地
等
二
致
し
住
居
仕
叫
号
も
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

之
、
異
乱
も
無
難
儀
二
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
他
者
へ
の
「
借
地
」
が
条
件
付
き
で
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
先
述
し
た
耕
地
と
し
て
の
屋
敷

利
用
に
つ
い
て
も
こ
の
時
期
は
ま
だ
黙
認
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
宝
永
期
か
ら
正
徳
期
に
か
け
て
は
、
武
家
地
の
支
配
体
制

や
管
理
方
針
が
確
立
す
る
と
と
も
に
、
武
士
の
借
家
経
営
が
認
可
さ
れ
、
そ
の
統
制
体
制
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
藩
が
、
家
臣

の
居
住
外
利
用
を
公
認
す
る
政
策
を
と
っ
た
内
実
を
当
時
の
藩
政
事
情
に
求
め
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
米
沢
藩
は
、
福
島
区
十
五
万
石
を
減
封
さ
れ
た
際
、
家
臣
の
大
幅
な
召
放
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
米
沢
藩
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

母
数
は
、
五
十
万
石
の
大
藩
と
同
等
の
数
に
及
ん
だ
。
領
国
の
生
産
性
に
見
合
わ
な
い
家
臣
数
は
、
藩
の
財
政
を
相
当
に
圧
迫
し
た
こ
と
は
容

易
に
想
像
が
つ
く
。
横
山
昭
男
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
元
禄
期
に
は
「
家
臣
団
扶
養
費
が
財
政
を
圧
迫
し
、
借
入
金
等
に
依
存
し
な
け
れ
ば
財
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
維
持
で
き
な
い
」
ほ
ど
に
深
刻
化
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
全
国
的
な
貨
幣
経
済
の
進
展
に
よ
っ
て
財
政
支
出
が
膨
張
し
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
、
決
し
て
家
臣
団
扶
養
費
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
同
氏
も
指
摘
す
る
通
り
、
元
禄
期
を
境
と
し
て

羅
が
家
臣
の
知
行
を
借
上
げ
」
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
如
・
知
行
に
依
存
す
る
武
士
の
生
活
は
・
す
で
に
寛
文
四
（
ニ
ハ
六
四
）
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
半
知
削
岩
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
一
律
に
知
行
が
半
分
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
よ
う
に
享
保
期
以
降
の
半
知
借
上
は
、
家
臣
の
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家
計
窮
乏
を
～
層
深
刻
化
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
家
臣
が
「
門
屋
借
」
や
疏
菜
耕
作
な
ど
で
少
な
い
生
活
費
を
補
耕
す
る

こ
と
は
藩
に
と
っ
て
も
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
門
屋
借
」
が
公
的
に
許
可
さ
れ
た
宝
永
五
（
｝
七
〇
八
）
年
は
、
家
臣

困
窮
の
た
め
一
部
知
行
借
上
を
取
り
や
め
に
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
屋
敷
の
居
住
外
利
用
は
、
家
臣
の
資
産
的
屋
敷
観
を
背
景
と
し
つ
つ
、
第

4
表
に
示
す
通
り
藩
政
の
窮
乏
さ
と
平
行
し
て
表
面
化
し
て
お
り
、
家
臣
の
生
活
難
を
考
慮
し
て
理
解
さ
れ
る
。

　
な
お
、
寛
文
四
年
の
削
封
処
分
に
起
因
す
る
屋
敷
の
供
給
不
足
に
関
し
て
は
、
寛
政
期
に
入
っ
て
も
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
と
見
え
、
寛
政
十

（
一
七
九
八
）
年
、
足
軽
数
十
人
が
城
下
の
門
屋
に
居
住
す
る
者
が
発
覚
し
て
い
る
。
藩
は
彼
ら
に
早
急
に
転
居
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
も

の
の
、
城
下
は
も
ち
ろ
ん
「
翌
々
先
年
と
違
、
家
も
不
足
扁
し
て
い
る
た
め
、
五
～
七
年
の
猶
予
を
与
え
、
そ
の
期
間
内
に
原
方
へ
移
る
こ
と

　
　
　
　
　
⑯

を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
「
門
屋
借
」
に
対
し
て
も
、
宝
永
五
（
一
七
〇
八
）
年
の
法
令
を
改
変
す
る
よ
う
な
薪
た
な
戒
告
や
布
達
は
出
さ
れ
な

い
も
の
の
、
寛
政
期
に
藩
主
へ
提
出
さ
れ
た
意
見
書
の
申
に
「
御
家
中
の
門
屋
々
々
に
店
を
開
き
た
る
事
多
」
く
、
町
人
地
で
行
わ
れ
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

定
期
市
の
衰
退
を
誘
引
し
て
い
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
門
屋
借
漏
は
も
は
や
武
家
地
の
み
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
前
章
の
第
2
・

3
表
に
み
る
湯
野
川
氏
は
知
行
二
百
石
取
で
あ
り
、
本
来
な
ら
ば
「
門
屋
借
」
を
置
け
な
い
家
格
で
あ
っ
た
。
し
か
し
藩
が
こ
れ
に
対
し
て
諸

子
を
講
じ
た
様
子
は
な
い
。
十
八
世
紀
中
頃
か
ら
藩
は
武
家
地
管
理
の
厳
格
性
を
失
っ
た
と
見
え
、
こ
の
時
期
の
武
家
地
に
対
す
る
戒
告
や
布

達
が
少
な
い
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
の
後
、
十
八
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
藩
財
政
の
さ
ら
な
る
窮
乏
に
よ
り
、
藩
の
武
家
地
管
理
政
策
は
大
き
な
転
換
を
迎
え
る
。
上
杉
治
憲

（
鷹
山
）
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
た
明
和
・
安
永
の
改
革
で
は
、
武
家
地
の
拝
領
屋
敷
に
も
一
軒
に
つ
き
十
五
本
つ
つ
漆
、
楮
、
桑
な
ど
を
植
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
武
家
地
で
は
当
地
へ
居
住
せ
ず
「
明
屋
敷
」
に
し
て
お
く
者
も
以
前
と
同
様
に
見
ら
れ
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
、
安
永
六
（
～
七
七
七
）
年
に
は
、
武
士
の
「
明
屋
敷
」
な
ら
び
に
「
抱
屋
敷
」
に
対
し
て
、
城
下
で
は
一
世
あ
た
り
銀
十
九
分
、
在
々
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

お
い
て
は
銀
十
七
分
の
「
御
年
貢
」
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
明
屋
敷
砿
と
は
、
年
貢
負
担
者
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
空
き
家
で

は
な
く
拝
領
者
不
在
の
屋
敷
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
寛
政
八
（
一
七
九
六
）
年
に
は
、
武
家
地
に
対
す
る
徴
税
策
が
一
層
強
固
に
な
っ
た
。
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第5表　耕地として利胴された拝領屋敷　（文化9年時点〉

記載番号 町名 面　　積 等　級 耕作者

313 信炎町 4畝9歩 上畑 鈴木七左衛門

314 代官町 2反1畝18歩 上畑 高梨吉左衛門

315 代宮町 1畝27歩 」二村 高梨吉左衛門

番号記載なし 代官町 ユ反9畝18歩 上畑 徳間与兵徳

316 木場町 3畝3歩 上畑（開） 石黒太兵衛

317 木場町 15歩 上畑（開） 相馬吉三郎

318 木場町 24歩 上畑（開） 鈴木丈七

319 木場町 24歩 上畑（開） 金子拾左衛門

320 木場町 9歩 上畑（開） 桐生源弥

321 木場購 1畝12歩 下畑（開） 丸山又四郎

合　　計 5反4畝4歩

注：記載番号は、検地帳に記載された耕地番号であり、（開〉

　とは開作地と考えられる。「外之内村絵図」・「外之内村之内

　代官購木場町信夫町図」・「外之内村絵麟西」岩瀬家所蔵文書

　No．五一天～五一七。市立米沢図書館蔵。より作成。

「
自
今
替
々
屋
敷
た
り
と
も
定
法
之
坪
数
二
相
過
候
地
所
は
、
割
合
を
以

御
年
貢
地
二
被
仰
付
候
事
扁
と
さ
れ
、
「
組
並
不
相
応
」
の
坪
数
を
超
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
る
屋
敷
に
対
し
て
は
、
「
御
年
貢
」
が
課
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
敷
地

部
分
を
利
用
し
て
の
「
門
屋
借
」
や
漆
な
ど
の
植
付
と
い
っ
た
屋
敷
の
蓄

財
利
用
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
章
で
挙

げ
た
耕
作
地
と
し
て
の
屋
敷
利
用
に
対
し
て
も
、
十
九
世
紀
初
頭
か
ら
年

貢
地
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
文
化
九
（
一
八
＝
一
）
年
の
絵
図
に

は
、
武
家
地
に
散
在
す
る
農
地
が
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
に
は
、
耕

地
番
暑
、
面
積
、
拝
領
者
（
年
貢
負
担
者
）
、
土
地
の
等
級
が
記
さ
れ
て
い

る
（
第
－
図
・
第
5
表
）
。
十
カ
所
に
分
散
し
て
い
る
合
計
五
反
四
畝
四
歩

の
耕
地
は
、
一
箇
所
を
除
い
て
全
て
上
畑
と
し
て
生
産
性
の
高
い
土
地
に

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
米
沢
藩
は
元
禄
期
か
ら
表
面
化
す
る
財
政
難
に
加
え
、
宝
暦
二
審
に
は

藩
財
政
再
建
の
見
通
し
が
な
い
と
の
理
由
に
よ
り
江
戸
商
人
か
ら
も
見
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
れ
、
借
用
金
が
得
ら
れ
な
く
な
る
。
そ
こ
に
宝
暦
飢
謹
や
桜
田
邸
増
築

の
幕
府
御
普
請
が
加
わ
り
、
そ
の
財
政
状
況
は
さ
ら
に
深
刻
で
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
明
和
∵
安
永
の
改
革
や
続
く
寛
政
の
改
革
で
は
、
藩
財
政
の
再

建
を
第
一
義
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
施
策
が
実
行
さ
れ
て
い
る
。
武
家
地
か
ら

の
徴
税
は
、
藩
が
財
政
改
革
の
さ
な
か
に
、
税
収
の
新
た
な
財
源
確
保
を
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目
指
し
て
考
案
し
た
武
家
地
の
合
理
的
利
用
の
一
試
策
で
あ
っ
た
と
集
約
で
き
る
。

①
前
掲
二
章
⑦
。
三
七
〇
～
三
七
七
頁
。

②
前
掲
三
章
⑩
。
｝
九
七
頁
。

③
こ
れ
ら
三
町
が
選
定
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

　
武
家
地
と
町
人
地
の
位
置
関
係
を
考
慮
し
た
際
、
町
人
地
の
位
置
す
る
城
下
東
部

　
よ
り
遠
い
城
下
西
部
に
選
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
検
討
の
余
地
を
残
す
。

④
前
掲
二
章
⑥
。
「
御
代
々
御
式
翻
（
；
米
沢
市
史
編
集
史
料
第
十
ヨ
万
扁
。

　
二
五
頁
。

⑤
蔚
掲
二
章
⑥
。
二
八
頁
。

⑥
前
掲
二
章
⑥
。
三
〇
i
三
一
頁
。

⑦
前
掲
二
章
⑥
。
「
御
代
々
御
式
目
（
二
）
米
沢
市
史
編
集
史
料
第
十
一
号
扁
。

　
八
六
頁
。

⑧
前
掲
二
章
⑥
。
二
七
頁
。

⑨
葡
掲
二
章
⑥
。
「
御
代
々
御
式
目
（
二
）
米
沢
語
史
編
集
史
料
第
十
㎜
号
扁
。

　
一
一
七
頁
。

⑩
前
掲
二
章
⑥
。
「
御
代
々
御
式
目
（
一
～
）
米
沢
市
史
編
集
史
料
第
十
百
亙
。

　
四
八
～
四
九
頁
。

⑪
藩
制
史
研
究
会
編
『
藩
制
成
立
史
の
綜
合
研
究
米
沢
藩
輪
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
六
三
、
三
六
七
頁
。

⑫
西
村
陸
男
「
藩
領
入
口
と
城
下
町
人
口
㎏
歴
史
地
理
学
＝
一
、
一
九
八
○
、

　
一
～
十
五
頁
。

⑬
　
前
掲
二
章
⑦
。
五
八
八
～
五
九
〇
頁
。

⑭
　
前
掲
二
章
⑦
。
五
八
八
～
五
九
〇
頁
。

⑮
前
掲
二
章
⑦
。
三
九
八
～
四
〇
二
頁
。

⑯
前
掲
三
章
⑭
。
一
｝
○
八
頁
。
な
お
史
料
中
の
「
羅
馬
」
と
は
下
方
集
落
を
指
す
。

⑰
「
管
見
談
」
林
泉
文
庫
目
録
R
一
四
一
－
駁
鋤
。
市
立
米
沢
図
書
館
。

⑱
　
詳
細
は
以
下
を
参
照
。
渡
辺
理
絵
「
城
下
町
絵
図
の
様
式
変
化
と
武
家
地
管
理

　
の
展
開
一
米
沢
藩
を
壌
例
と
し
て
一
」
人
文
地
理
五
五
一
三
、
二
〇
〇
三
、

　
一
七
⊥
二
頁
。

⑲
米
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
門
米
沢
市
口
重
三
巻
近
世
編
二
輪
米
沢
市
、

　
一
九
九
＝
一
、
四
六
～
一
〇
六
省
只
。

⑳
　
　
「
諸
漉
根
元
記
偏
。
こ
の
史
料
は
勘
定
役
西
澤
次
郎
衛
門
が
文
化
三
年
に
筆
写

　
し
た
も
の
で
、
諸
役
場
の
処
理
方
法
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
山
形
県
編
噸
新

　
編
鶴
城
叢
書
下
巻
　
山
形
県
史
資
料
篇
目
山
形
県
、
一
九
六
一
、
五
一
八
頁
。

⑳
前
掲
三
章
⑭
。
．
～
八
五
～
一
八
六
頁
。
「
坪
数
之
定
法
」
に
則
し
た
屋
敷
面
積

　
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
が
、
天
和
三
（
一
八
六
三
）
年
に
侍
組
の
下
屋
敷
の

　
坪
数
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
拝
領
屋
敷
に
つ
い
て
も
「
組
並
扁

　
に
応
じ
た
規
定
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑫
前
掲
四
章
②
。

㊧
　
前
掲
⑲
。
一
一
〇
～
二
五
頁
。

六
　
他
藩
の
武
家
地
に
お
け
る
諸
問
題
と
そ
の
管
理
体
制

米
沢
藩
で
み
ら
れ
た
屋
敷
を
め
ぐ
る
諸
現
象
や
藩
の
管
理
体
制
に
基
づ
い
て
、

武
家
地
の
管
轄
は
、
諸
藩
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
徳
島
藩
、
福
岡
藩
で
は

本
章
で
は
他
藩
と
の
比
較
を
試
み
た
い
。

　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
普
請
奉
行
」
、
金
沢
藩
で
は
「
屋
敷
奉
行
」

さ
ら
に
熊
本
藩
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拝領屋敷の利用にみる武士の屋敷観と武家地管理政策の展開（渡辺）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

で
は
「
御
家
奉
行
」
「
屋
敷
方
」
が
担
当
し
た
。
武
家
地
を
管
理
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
徳
島
藩
で
は
「
屋
敷
改
帳
面
」
や
福
岡
藩
で

　
　
　
　
⑤

は
「
屋
敷
帳
」
な
ど
を
作
成
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
屋
敷
の
拝
領
者
に
は
、
屋
敷
廻
り
の
管
理
や
雨
水
排
水
路
の
掃
除
な
ど
の
義
務
を
課
し

　
　
　
　
　
　
⑥

た
と
こ
ろ
が
多
い
。

　
家
屋
の
建
設
に
関
し
て
は
本
事
例
と
同
様
に
、
拝
領
者
の
負
担
に
な
っ
た
藩
が
多
い
。
た
と
え
ば
徳
島
藩
で
は
天
和
元
（
一
六
八
一
）
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

屋
敷
拝
領
後
、
三
年
以
内
の
家
屋
建
設
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
金
沢
藩
で
は
天
明
五
（
～
七
八
五
）
年
「
御
家
中
之
人
々
、
居
屋
敷
相
願
拝
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

被
仰
付
量
感
、
年
数
相
立
候
三
共
家
作
不
仕
」
と
あ
り
、
屋
敷
を
拝
領
し
て
も
家
作
し
な
い
者
が
い
た
。
こ
う
し
た
者
へ
藩
は
「
早
速
家
作
仕

可
申
候
、
し
か
し
入
用
等
指
支
難
相
成
者
ハ
、
屋
敷
地
面
速
二
可
指
名
事
」
と
家
臣
の
家
作
「
入
用
」
を
藩
が
心
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
西
田
博
に
よ
れ
ば
福
岡
藩
で
は
「
屋
敷
の
新
築
・
修
復
費
用
は
各
人
持
ち
で
あ
っ
た
た
め
」
、
の
ち
に
「
限
た
る
御
用
之
外
出
屋
敷
町
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

被
仰
付
候
様
」
に
と
家
臣
か
ら
上
申
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
西
田
は
福
建
に
対
す
る
「
私
的
所
有
観
念
」
の
萌
芽
と
見
て
い
る
。

　
屋
敷
の
受
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
福
岡
藩
や
徳
島
藩
で
は
米
沢
藩
と
類
似
の
申
請
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
願
書
に
よ
る
屋

敷
の
拝
領
・
返
上
・
相
対
替
で
あ
る
。
徳
島
藩
で
は
文
化
元
（
｝
八
〇
四
）
年
に
こ
れ
ら
の
雛
形
が
公
布
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
文
面
は
米
沢
と

　
　
　
　
　
　
⑩

ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
拝
領
願
に
は
「
何
様
何
某
上
り
家
屋
敷
拝
領
景
仰
付
温
感
候
は
」
と
拝
領
し
た
い
屋
敷
を
指
定
し
て
い
る
こ

と
は
、
藩
か
ら
の
純
粋
な
屋
敷
下
賜
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
相
対
替
に
お
い
て
も
交
換
者
を
指
定
し
た
上
で
、
そ
の
願

出
理
由
は
「
勝
手
を
以
」
と
形
式
化
し
、
屋
敷
の
受
給
が
簡
略
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
、
文
化
財
（
一
八
○
八
）
年
、
屋
敷

と
願
出
者
の
格
式
に
不
釣
り
合
い
が
あ
っ
た
場
合
も
、
今
後
は
内
意
を
待
て
と
指
示
さ
れ
、
屋
敷
と
拝
領
者
と
の
相
関
性
の
喪
失
を
藩
自
ら
黙

　
　
　
　
　
　
⑪

蒼
し
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
福
岡
藩
に
お
い
て
も
同
様
の
願
書
が
確
認
で
き
、
と
り
わ
け
願
書
に
よ
る
相
対
替
は
金
銭
の
授
受
を
背
景
に
し
た
と

　
　
⑫

さ
れ
る
。
こ
の
た
め
「
度
重
な
る
屋
敷
替
の
結
果
、
（
拝
領
者
の
）
石
高
と
屋
敷
条
件
（
特
に
面
積
）
と
の
関
係
が
不
明
確
」
と
な
り
「
屋
敷
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
っ
て
地
上
構
造
物
の
築
年
数
が
異
な
り
、
維
持
管
理
費
用
と
屋
敷
主
と
の
相
関
が
喪
失
」
し
て
い
た
と
言
う
。
久
保
田
（
秋
田
）
藩
で
も
、

藩
士
問
の
合
意
に
よ
る
梱
対
面
は
、
願
出
し
た
そ
の
日
に
許
可
さ
れ
る
ほ
ど
容
易
に
成
し
得
て
い
る
。
し
か
し
内
実
に
は
金
銭
の
授
受
が
あ
り
、
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⑭

家
屋
が
五
〇
〇
～
六
五
〇
貫
文
で
売
買
さ
れ
て
い
る
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
十
八
世
紀
以
降
屋
敷
の
居
住
外
利
用
も
諸
藩
で
確
認
で
き
る
。
武
士
の
借
家
経
営
が
見
ら
れ
た
熊
本
藩
で
は
、
文
政
七
（
一
△
面
）
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

史
料
か
ら
、
切
米
取
の
家
臣
の
中
に
は
屋
敷
を
他
者
に
貸
与
し
た
り
、
「
浪
人
者
日
雇
稼
之
者
杯
之
借
地
」
者
が
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
後
半
に
は
屋
敷
が
不
足
し
て
い
る
た
め
役
人
の
困
惑
し
て
い
る
様
子
が
読
み
と
れ
る
。
屋
敷
の
不
足
は
す
で
に
十
八
世
紀
中
頃

か
ら
史
料
に
確
認
で
き
、
困
っ
た
家
臣
は
町
人
地
へ
借
家
住
ま
い
を
し
て
い
た
。
こ
の
ほ
か
大
賀
妙
子
に
よ
れ
ば
江
戸
に
お
い
て
も
、
武
士
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

借
家
経
営
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
取
り
図
も
残
さ
れ
て
い
る
。
通
り
に
面
し
た
場
所
に
貸
家
が
建
て
ら
れ
、
そ
こ
を
町
入
な
ど
に
貸
し

　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
収
入
を
得
て
い
た
。
屋
敷
の
所
有
者
を
留
め
た
「
明
細
附
置
」
の
中
に
は
、
屋
敷
に
は
「
地
誌
附
置
」
や
「
鯵
馨
借
地
」
と
い
っ
た
よ
う
に

拝
領
者
が
当
地
へ
居
住
し
て
い
な
い
状
態
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
金
沢
藩
で
は
享
保
四
（
一
七
一
九
）
年
を
初
見
と
し
て
「
御
家
中
長
屋
二
商
売
人
被
差
置
儀
堅
停
止
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
臣
の
長
屋
で
商

　
　
　
　
　
⑱

買
が
見
ら
れ
た
。
藩
は
こ
う
し
た
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
度
々
出
さ
れ
た
布
達
は
一
向
に
こ
う
し
た
行
為
が
止
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
示
峻

し
て
い
よ
う
。
徳
島
藩
に
お
い
て
も
文
化
十
（
一
八
一
三
）
年
に
「
屋
敷
単
二
諸
芸
人
指
置
（
中
略
）
長
屋
窓
よ
り
諸
品
売
買
之
品
書
看
板
等
懸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

置
候
所
」
が
散
在
し
、
普
請
奉
行
へ
取
り
締
ま
り
を
命
じ
て
い
る
。
福
岡
藩
で
は
「
軽
キ
侍
屋
敷
長
屋
に
口
を
明
け
、
売
り
物
を
無
許
可
で
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
て
い
な
い
か
」
道
奉
行
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
家
臣
の
屋
敷
や
長
屋
に
商
人
が
居
住
し
、
商
い
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
米
沢
藩
に
限
ら
ず
諸
藩
に
み
ら
れ
た
共
通
の
現
象
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
以
上
か
ら
他
藩
に
お
い
て
も
時
期
の
ず
れ
は
あ
る
も
の
の
、
米
沢
藩
と
類
似
の
屋
敷
の
受
給
制
度
や
屋
敷
の
資
産
化
さ
ら
に
居
住
外
利
用
が

み
ら
れ
た
点
で
本
事
例
と
共
通
の
局
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
こ
う
し
た
様
相
と
著
し
く
異
な
る
屋
敷
利
用
や
管
理
体
制
を
見
せ

て
い
る
藩
も
あ
る
。

　
岡
山
藩
で
は
恒
常
的
で
は
な
い
も
の
の
新
築
時
の
み
家
臣
に
木
材
の
支
給
が
行
わ
れ
て
い
る
。
貞
享
年
中
～
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
御
馬
弓
諸
役
鉄
砲
共
新
屋
敷
被
下
」
こ
と
と
な
り
、
小
頭
や
御
鉄
砲
の
糊
塗
に
竹
や
松
丸
太
、
葺
か
や
な
ど
の
材
木
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
高
崎
藩
で
は
享
和
元
（
」
八
〇
一
）
年
に
お
い
て
「
御
長
屋
修
復
之
願
」
が
足
軽
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
が
「
御
手
入
御
座
候
様
仕
度
」
と

あ
る
よ
う
に
藩
に
修
復
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
屋
敷
の
受
給
制
度
に
つ
い
て
は
、
永
堅
啓
子
の
論
考
に
依
拠
し
て
姫
路
藩
を
例
に
し
て
見
て
み
た
い
。
安
永
期
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
家
臣
が

何
ら
か
の
理
由
で
屋
敷
を
返
上
す
る
際
に
は
「
御
修
復
大
奉
行
」
と
「
御
修
復
方
」
が
出
向
き
、
家
臣
立
ち
合
い
の
も
と
に
、
造
作
（
翻
天
井

や
床
板
、
畳
、
棚
な
ど
の
建
具
）
の
現
状
と
絵
図
面
に
齪
飴
が
な
い
か
見
分
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
仮
に
両
者
に
食
い
違
い
が
生
じ
て
い

れ
ば
家
老
へ
報
告
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
屋
敷
替
の
際
は
家
離
間
で
直
接
交
換
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
屋
敷
は
一
旦
藩
の
御
用

地
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
退
去
後
は
居
宅
や
門
、
蔵
な
ど
に
手
を
つ
け
る
こ
と
は
～
切
禁
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
姫
路
藩
で
は
、
屋
敷
や

家
屋
さ
ら
に
は
家
屋
内
部
の
家
財
ま
で
も
が
、
「
家
臣
の
所
有
物
で
は
な
く
、
藩
の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
」
、
家
臣
は
「
屋
敷

（
地
）
を
藩
に
よ
っ
て
下
賜
さ
れ
る
の
と
同
時
に
家
の
造
作
も
藩
か
ら
与
え
ら
れ
」
た
。
「
家
中
居
宅
の
建
築
資
材
一
点
一
点
に
至
る
ま
で
が

藩
に
よ
っ
て
厳
密
に
管
理
さ
れ
て
偏
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
安
政
期
に
い
た
っ
て
も
「
家
中
屋
敷
の
階
層
的
配
置
の
秩
序
は
保
た
れ
て

い
た
」
と
言
う
。
上
田
藩
で
も
正
徳
六
（
｝
七
二
四
）
年
、
「
屋
敷
軍
書
申
渡
之
節
、
普
請
奉
行
立
合
之
事
」
と
さ
れ
、
藩
の
監
視
下
で
屋
敷
替

　
　
　
　
　
　
⑳

が
行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
大
和
郡
山
藩
に
お
い
て
は
、
享
保
九
（
一
七
〇
九
）
年
の
柳
沢
氏
入
婿
の
際
に
「
岩
屋
下
之
儀
ハ
格
別
、
其
外
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

後
屋
敷
替
申
付
間
敷
候
」
と
指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
矢
野
司
郎
は
、
「
家
中
屋
敷
は
今
日
の
官
舎
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
家
老

以
下
主
立
っ
た
者
の
役
屋
敷
は
其
時
の
役
目
に
よ
っ
て
屋
敷
替
が
再
々
行
わ
れ
た
」
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
へ
方
＝
般
家
中
の
屋
敷
替
え
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

今
後
行
わ
な
い
」
方
針
が
採
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
大
和
郡
山
市
史
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
所
々
に
残
っ
て
い
た
「
中
言
・
下
士
」

の
屋
敷
は
「
藁
葺
で
風
雅
さ
は
あ
る
が
、
戴
く
粗
末
な
造
り
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
屋
敷
に
居
住
し
た
「
武
士
は
、
　
生
同
じ
所
で
住
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

も
の
で
は
な
い
と
い
う
観
念
か
ら
」
不
平
不
満
を
上
申
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
家
屋
建
築
や
修
復
費
用
の
負
担
者
、
屋
敷
受
給
の
概
要
、
相
対
替
許
諾
の
容
易
差
な
ど
の
点
に
お
い
て
著
し
い
違
い
が
見
え

る
。
こ
う
し
た
違
い
を
生
み
だ
す
も
っ
と
も
大
き
な
要
因
は
、
藩
も
し
く
は
家
臣
の
屋
敷
観
の
違
い
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
し
て
こ
の
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屋
敷
観
の
違
い
は
、
藩
の
移
封
の
多
さ
と
関
連
付
け
ら
れ
る
。

　
移
封
の
多
か
っ
た
譜
代
藩
タ
イ
プ
の
場
合
、
家
臣
に
家
屋
付
の
屋
敷
が
与
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
家
財
を
も
含
め
て
藩

か
ら
の
支
給
物
と
な
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
先
述
し
た
岡
山
藩
の
命
は
、
池
田
氏
が
鳥
取
か
ら
移
封
し
た
直
後
で
あ
り
、
姫
路
藩
酒
井
氏

は
二
度
の
移
封
を
経
て
い
る
。
同
様
に
大
和
郡
山
藩
に
移
封
さ
れ
た
柳
沢
氏
は
甲
斐
甲
府
か
ら
大
移
動
し
て
の
入
部
で
あ
っ
た
。
転
封
の
多
か

っ
た
主
に
譜
代
藩
の
家
臣
は
、
再
度
の
国
替
の
可
能
性
を
常
に
内
包
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
武
士
の
＝
生
同
じ
所
で
住
む
も
の
で
は
な
い
と

い
う
観
念
」
は
ど
の
藩
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
頻
繁
な
転
封
を
経
た
譜
代
藩
タ
イ
プ
の
家
臣
が
有
し
た
屡
二
連
あ
る
い
は

居
住
観
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
移
封
の
な
か
っ
た
外
様
藩
タ
イ
プ
の
場
合
で
は
、
城
下
町
建
設
当
初
は
家
屋
付
の
屋
敷
が
割
当
て
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
修
復

や
改
築
な
ど
は
家
臣
の
自
費
で
補
填
さ
れ
た
。
米
沢
藩
に
お
い
て
も
寛
政
期
の
意
見
書
の
中
で
家
臣
は
困
窮
し
、
家
屋
の
「
修
復
を
な
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

様
も
な
く
多
く
は
破
れ
次
第
に
な
す
な
り
」
と
い
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
。
家
屋
や
付
属
屋
の
建
設
や
購
入
と
い
っ
た
屋
敷
へ
の
財
の
投
下
、
屋

敷
の
恒
常
的
利
用
や
そ
の
空
間
的
排
他
性
な
ど
が
次
第
に
家
臣
に
私
有
地
的
観
念
を
萌
芽
さ
せ
、
こ
う
し
た
屋
敷
観
に
し
た
が
っ
て
近
世
中
期

以
降
、
元
来
の
武
家
地
の
あ
り
方
か
ら
逸
脱
し
た
屋
敷
利
用
が
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
広
大
な
大
名
藩
邸
を
有
し
て
い
た
江
戸
で
さ
え
も

陪
臣
の
屋
敷
利
用
に
同
様
の
傾
向
が
看
取
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
江
戸
を
独
自
の
発
展
を
遂
げ
た
稀
な
城
下
町
と
し
て
特
出
さ
せ
る
の
で
は

な
く
、
移
封
の
な
か
っ
た
特
殊
な
外
様
藩
タ
イ
プ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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①
藩
法
研
究
会
編
『
藩
法
集
徳
島
藩
睡
創
文
社
、
一
九
六
二
、
二
二
七
頁
。
前

　
掲
一
章
⑫
。
西
田
論
文
。
四
三
～
七
〇
頁
。

②
藩
法
研
究
會
編
『
藩
法
集
金
澤
門
川
下
文
社
、
～
九
六
六
、
二
七
九
頁
。

③
鎌
田
浩
「
熊
本
藩
の
支
配
構
造
」
森
田
誠
一
編
『
肥
後
細
叙
藩
の
研
究
隔
名
著

　
出
版
、
一
九
七
四
、
三
～
一
〇
三
頁
。

④
根
津
寿
夫
「
城
下
町
徳
島
の
再
編
に
つ
い
て
：
下
屋
敷
を
中
心
に
i
」
史

　
下
心
二
四
、
　
一
九
九
㎜
四
、
　
五
㎝
～
山
ハ
識
ん
百
ハ
。

⑤
前
掲
【
章
⑫
西
田
論
文
。
四
四
～
四
五
頁
。

⑥
岡
山
藩
で
は
正
徳
二
（
｝
七
一
二
）
年
、
家
臣
に
屋
敷
前
の
雨
水
排
水
路
の
管

　
理
を
命
じ
て
い
る
。
鳥
取
藩
に
お
い
て
も
承
応
四
（
一
六
五
五
）
年
屋
敷
内
の
土

　
手
の
維
持
管
理
を
命
じ
て
い
る
。
藩
法
研
究
＾
曾
編
『
藩
法
集
　
閥
山
留
（
上
）
臨

　
創
文
社
、
　
一
九
五
九
、
　
藷
ハ
ニ
ー
～
∴
ハ
ニ
墨
田
貝
。
藩
法
研
…
究
會
編
『
藩
法
集
　
ゐ
馬
取
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藩
臨
酎
創
文
社
、
　
7
九
六
一
、
五
六
頁
。

⑦
前
掲
六
章
①
。
明
藩
法
集
徳
島
山
州
。
；
瓢
二
頁
。

⑧
前
掲
六
章
②
。
二
七
八
頁
。

⑨
前
掲
一
章
⑫
西
田
論
文
。
四
三
～
七
〇
頁
。

⑩
前
掲
六
章
①
。
明
藩
法
集
徳
島
藩
』
。
二
四
六
～
二
型
七
頁
。
た
だ
し
、
「
上

　
券
偏
の
よ
う
な
書
付
の
存
在
は
な
い
。

⑪
　
前
掲
六
章
・
①
。
『
藩
法
集
　
徳
島
藩
匝
。
二
四
八
頁
。

⑫
　
前
掲
一
章
⑫
西
田
論
文
。
四
三
～
七
〇
頁
。

⑬
前
掲
一
章
⑫
西
田
論
文
。
四
三
～
七
〇
頁
。

⑭
永
瑚
強
「
久
保
田
藩
と
武
士
住
宅
」
藤
村
泉
執
編
『
日
本
の
美
術
第
二
九
六

　
号
　
武
士
の
住
居
鳳
至
文
堂
、
　
一
九
九
一
、
三
〇
頁
。

⑮
藩
法
研
究
會
編
『
藩
法
集
熊
本
藩
腕
組
文
社
、
　
九
六
六
、
八
一
〇
頁
。

⑯
東
京
都
江
戸
東
京
博
物
館
編
噸
江
戸
開
府
四
〇
〇
年
・
開
館
一
〇
周
年
記
念
大

　
江
へ
戸
八
一
甲
唄
町
同
展
瞼
東
一
鼎
都
田
讐
ノ
東
幽
県
博
物
M
賭
、
　
一
一
〇
〇
甥
一
、
　
一
価
ハ
頁
。

⑰
大
賀
妙
子
「
幕
末
、
幕
臣
た
ち
の
“
住
宅
事
情
”
」
津
田
秀
夫
墓
門
近
世
国
家

　
と
明
治
維
新
蝕
三
省
堂
、
一
九
八
九
、
二
三
〇
～
二
五
四
。

⑱
前
掲
六
章
②
。
二
七
六
～
二
七
七
頁
。

七
　
お
　
わ
　
り
　
に

⑲
　
前
掲
六
章
①
。
州
藩
法
集
　
徳
島
藩
』
。
二
四
九
頁
。

⑳
前
掲
～
章
⑫
西
田
論
文
。
四
三
～
七
〇
頁
。

⑳
本
章
で
の
分
析
の
多
く
は
、
便
宜
上
諸
藩
の
藩
法
集
を
多
く
利
用
し
た
た
め
、

　
各
藩
に
お
け
る
様
々
な
諸
問
題
が
い
つ
頃
か
ら
顕
在
化
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ

　
ら
に
厳
密
な
検
討
を
要
す
る
。

⑫
前
掲
六
章
⑥
。
噸
藩
法
集
　
岡
山
藩
（
上
）
』
六
一
七
一
六
｝
八
頁
。

⑬
　
藩
法
㎜
研
究
禽
旧
編
　
『
藩
法
集
　

劉
醐
総
目
剣
…
文
社
、
　
｝
九
点
山
嶽
、
　
八
一
五
高
畠
。

⑳
　
前
掲
一
諺
・
水
堅
瓢
醐
文
。
ご
一
九
～
山
ハ
○
頁
。

⑳
　

晶
別
柏
拘
論
ハ
轟
草
⑬
。
　
一
〇
七
百
パ
。

⑳
森
田
義
一
編
『
郡
山
町
史
魅
郡
山
町
、
～
九
五
三
、
三
四
九
頁
。

⑳
矢
野
司
郎
門
近
世
大
和
郡
山
城
下
町
絵
図
覚
え
書
き
」
関
西
大
学
文
学
部
地
理

　
学
教
室
編
隅
地
理
学
の
諸
相
1
「
実
証
」
の
地
平
一
匝
大
明
堂
、
一
九
九
八
、

　
一
六
七
頁
。

⑳
　
柳
沢
文
獄
丁
駕
可
照
口
委
昌
ハ
ム
耳
越
階
ふ
黒
和
郡
山
申
巾
中
藤
大
和
郡
吊
山
中
巾
役
所
、
　
一
九
山
ハ
山
ハ
、

　
二
七
九
～
二
八
一
頁
。

⑳
　
前
掲
三
章
⑦
。

　
本
稿
は
米
沢
藩
を
事
例
と
し
て
、
武
士
の
屋
敷
利
用
の
実
態
を
検
討
し
た
上
で
、
藩
の
武
家
地
管
理
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
十
八
世
紀
初
め

に
規
定
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
屋
敷
の
受
給
方
法
や
家
屋
建
築
費
用
の
家
臣
負
担
、
家
屋
敷
の
嫡
子
相
続
は
、
屋
敷
と
拝
領
者
と
の
関
係
を
固

定
化
さ
せ
、
屋
敷
の
資
産
化
を
進
め
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
武
家
地
で
は
居
住
を
目
的
と
し
な
い
様
々
な
屋
敷
活
用
が
展
開
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
藩
は
随
時
、
規
定
や
戒
告
を
公
布
す
る
も
の
の
、
十
八
世
紀
中
頃
に
は
武
家
地
の
把
握
や
統
制
を
十
分
に
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
十
九
世
紀
に
入
る
と
藩
財
政
の
悪
化
や
藩
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
武
家
地
を
収
入
源
と
し
て
活
用
す
る
管
理
政
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策
に
変
質
し
て
い
く
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
本
事
例
と
外
様
諸
藩
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
た
上
で
、

譜
代
藩
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
。
結
果
、
両
者
で
は
武
家
地
利
用
の
実
態
や
藩
の
管
理
政
策
に
違
い
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
江
戸
と
米

沢
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
類
似
点
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
江
戸
と
外
様
藩
の
地
方
武
家
地
が
同
様
の
変
質
を
来
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、

城
下
町
構
造
や
規
模
に
規
定
さ
れ
な
い
近
世
武
家
地
の
特
質
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
以
上
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
以
下
の

点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
～
に
、
頻
繁
な
移
封
を
経
て
い
る
藩
と
｝
国
支
配
を
通
し
た
藩
に
関
す
る
武
家
地
管
理
の
差
異
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
先
述
し
た
逓
り
、
譜
代
藩
タ
イ
プ
に
お
い
て
は
家
財
を
も
含
め
て
藩
か
ら
の
支
給
物
と
し
て
屋
敷
が
受
給
さ
れ
て
い
た
場
合
が
あ
る
が
、

移
封
後
の
封
地
で
は
徐
々
に
外
様
藩
と
類
似
の
屋
敷
利
用
が
展
開
す
る
の
か
、
ま
た
封
地
で
の
武
家
地
管
理
は
一
貫
性
を
有
し
て
い
た
の
か
と

い
っ
た
点
は
未
検
討
で
あ
る
。
三
浦
俊
明
も
指
摘
す
る
通
り
、
「
譜
代
城
下
町
に
特
徴
が
あ
る
と
す
れ
ば
町
人
地
よ
り
、
頻
繁
な
転
封
に
と
も

な
っ
て
必
然
化
す
る
家
中
の
屋
敷
割
あ
る
い
は
諸
役
屋
敷
の
配
置
等
」
と
い
っ
た
武
家
地
管
理
に
「
各
大
名
の
独
自
性
を
見
い
だ
す
」
こ
と
が

　
　
　
①

で
き
よ
う
。
ま
た
、
外
様
藩
に
お
い
て
も
近
世
期
を
通
じ
た
武
家
地
管
理
史
を
検
討
し
た
事
例
は
決
し
て
多
く
は
な
い
。

　
第
二
の
課
題
は
、
第
一
の
課
題
に
関
連
し
て
管
理
史
料
と
さ
れ
た
城
下
絵
図
な
ど
の
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
姫
路
藩
で
は

一
軒
毎
の
見
取
り
図
や
家
財
の
配
置
を
示
し
た
詳
細
な
絵
図
が
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
米
沢
藩
や
熊
本
藩
に
お
い
て
管
見
で
は
こ
う
し
た
絵
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
大
和
郡
山
藩
で
は
移
封
の
際
、
引
継
文
書
と
し
て
城
絵
図
と
と
も
に
城
下
絵
図
を
作
成
す
る
動
き
が
あ
り
、
同
様
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

慣
行
が
松
本
、
字
指
宮
、
小
田
原
、
龍
野
な
ど
の
譜
代
藩
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
城
下
町
絵
図
は
、
国
絵
図
の
よ
う
に
領
土
の
象
徴

化
・
表
象
化
と
し
て
の
絵
図
で
は
な
く
、
封
地
経
営
に
不
可
欠
な
実
務
と
し
て
の
絵
図
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
場
合
の
実
務
レ
ベ
ル

は
緊
急
性
お
よ
び
速
効
性
を
必
要
と
し
た
た
め
、
絵
図
の
性
格
も
詳
細
か
つ
ミ
ク
ロ
な
記
載
内
容
を
必
要
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
城
下
町
絵

図
は
、
武
家
地
の
視
覚
化
で
あ
る
と
同
時
に
藩
の
武
家
地
張
や
管
理
体
制
を
も
反
映
す
る
も
の
と
換
言
で
き
、
武
家
地
管
理
を
考
え
る
際
に
重

要
な
示
唆
を
与
え
る
。
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拝領屋敷の利用にみる武士の屋敷観と武家地管理政策の展開（渡辺〉

　
第
三
の
課
題
は
、
武
家
地
が
近
代
へ
ど
の
よ
う
に
移
行
し
た
の
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
武
家
地
の
近
代
化
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
確
な
点

が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
近
代
化
政
策
の
一
指
標
と
さ
れ
る
地
租
改
正
に
関
し
て
も
、
東
京
以
外
の
武
家
地
の
地
租
改
正
は
市
街
地
の
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
と
一
括
り
に
概
観
さ
れ
、
詳
細
な
検
討
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
近
年
の
滝
島
功
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
地
租
改
正
事
業
の
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
お
い
て
、
仙
台
で
は
土
地
の
売
買
価
格
は
武
家
地
と
町
人
地
と
を
区
分
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
同
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
「
地
位

や
盛
衰
の
大
き
く
異
な
る
」
両
地
区
を
一
律
の
価
格
に
す
れ
ば
不
平
等
が
生
じ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
近
世
期
の
都
市
構
造
や
土
地
利

用
の
差
異
が
地
租
改
正
事
業
を
初
め
と
す
る
近
代
化
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
是
正
さ
れ
、
平
均
化
さ
れ
た
の
か
、
武
家
地
の
近
代
化
移
行

過
程
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
都
市
の
近
代
化
を
考
え
る
際
一
定
の
意
義
を
持
つ
と
考
え
る
。

　
以
上
の
課
題
解
明
の
た
め
に
、
他
の
城
下
町
に
お
け
る
武
家
地
研
究
の
一
層
の
蓄
積
が
待
た
れ
る
と
と
も
に
、
武
家
地
研
究
を
都
市
史
研
究

の
一
細
分
野
と
し
て
の
位
置
づ
け
留
ま
ら
せ
る
こ
と
な
く
、
家
族
史
や
法
制
史
の
観
点
か
ら
学
際
的
に
論
じ
る
こ
と
が
今
後
の
武
家
地
研
究
の

盛
行
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

①
三
浦
俊
明
『
譜
代
藩
城
下
町
姫
路
の
研
究
臨
清
文
堂
、
一
九
九
七
、
七
買
。

②
甲
府
城
引
き
渡
し
の
際
、
柳
沢
家
で
は
「
城
下
町
の
屋
敷
・
朝
命
な
ど
一
切
の

　
書
類
を
整
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
棚
沢
文
庫
専
門
委
員
会
編

　
『
大
和
郡
山
市
史
触
大
和
郡
山
市
役
所
、
一
九
六
六
、
二
六
二
～
二
六
三
頁
。

③
矢
守
一
彦
門
城
下
絵
図
の
類
別
i
と
く
に
専
用
國
に
つ
い
て
一
」
藤
岡
謙

　
二
郎
編
糊
城
下
町
と
そ
の
変
貌
嚇
御
原
譜
店
、
｝
九
八
三
、
二
九
～
四
〇
頁
。

④
地
租
改
正
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
東
京
に
関
し
て
は
以
下
の
蓄
積
が
あ
る
。

　
安
藤
春
夫
咽
封
建
財
政
の
筋
壊
隔
酒
井
書
店
、
一
九
五
七
、
三
九
～
六
六
頁
。
宮

　
川
澄
隅
日
本
に
お
け
る
近
代
的
所
有
権
の
形
成
駈
御
茶
の
水
書
房
、
一
九
六
九
、

　
｝
四
｝
～
一
七
一
頁
。
た
だ
し
、
地
方
都
市
を
対
象
と
し
た
研
究
は
稀
で
あ
る
。

　
そ
の
少
な
い
例
と
し
て
江
島
香
「
「
棚
河
町
地
引
絵
図
」
の
検
討
」
柳
川
市
史
編

　
集
委
員
会
編
川
股
國
の
な
か
の
柳
川
一
柳
川
市
史
　
地
図
編
－
輪
柳
川
市
、

　
一
九
九
九
、
二
五
九
～
二
七
四
頁
。
近
年
地
方
都
市
を
も
対
象
と
し
た
体
系
的
な

　
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
滝
嵩
功
圃
都
市
と
地
租
改
正
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
三
、
三
三
六
頁
。
な
ど
が
あ
る
。

⑤
滝
島
功
「
仙
台
の
地
租
改
正
」
中
央
史
学
会
十
三
、
一
九
九
〇
、
九
三
～
＝

　
五
頁
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
茨
城
大
学
小
野
寺
淳
先
生
、
大
阪
大
学
村
田
路
人
先
生
、
大
阪
大
学
小
林
茂
先
生
、
堤
研
二
先
生
に
御
指
導
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
史
料
の
調
査
・
閲
覧
に
あ
た
っ
て
は
植
木
伸
子
氏
を
始
め
と
す
る
市
立
米
沢
図
書
館
の
皆
様
、
元
米
沢
市
平
編
さ
ん
委
員
の
青
木
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昭
博
氏
、
な
ら
び
に
米
沢
市
立
上
杉
博
物
館
の
角
屋
由
美
子
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
二
〇
〇
三
年
七
月
の
歴
史
地
理
学
会
大
会
で
の
研
究
発
表
を
基
に
作
成
し
た
も
の
で
、
報
告
に
際
し
諸
先
生
か
ら
貴
重
な
ご
助
醤
を
頂
き

ま
し
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
・
人
文
地
理
学
専
攻
（
歴
史
地
理
学
）
大
阪
府

）
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The　Management　of　Warriors’　Residential　Lots　during　the　Edo　Period：

　　　　　　　　　　　　　　A　Case　Study　of　Yonezawa　Castle　Town

by

WATANABE　Rie

　　At　the　begirming　of　the　Edo　period，　most　han，　or　feudal　clans，　constructed

castle　towRs　to　establish　centers　of　regional　goveyrment．　Castle　towns　generally

consisted　of　merchants’　residential　areas，　ternples　aRd　shrines，　aRd　significantly，

warriors’　residential　areas．　Warriors　were　obtiged　to　reside　in　assigned　lots，

which　were　considered　to　be　othcial　property．　Moreover，　warriors　were　not

aliewed　to　move　their　residences　without　permission．

　　To　date，　rriost　castle　town　studies　have　focused　on　the　geographic　location　of

warriors’　residential　areas，　and　researches　on　the　management　aRd　actual　use　of

residential　lo毛s　have　escaped　attention．　The　purpose　of　this　study　is　to　exa曲e

warhors’occupation　of　residelltial　lots　as　weH　as翫e　admi磁stra亡沁n　of　them　by　the

autherity，£ak血g　the　case　of　Yonezawa，　a　castle　town　located血present－day

Yamagata　Prefecture，　as　aR　example．

　　In　the　begirming　of　the　17th　century，　when　castle　town　of　Yonezawa　was

constructed，　warriors　were　provided　their　residential　lots　and　houses　according　to

their　social　rank．　However，　after　several　years，　warrioys　had　to　restore　their

houses　at　their　expense．

　　In　the　beginning　of　£he　18th　century，　Yonezawa－han　coddied　regulations

concer血g　warriors’house　lots．　They　had　not　to　be玉eft　vacant，　and　warhors

were　obliged　to　build　their　houses　by　themselves．　The　succession　of　usuimctry

right　of　the　house　lots　to　their　heirs　was　legalized，　because　they　had　been

renovating　their　houses　by　themselves．　ln　addition，　procedures　concerning　the

changes　of　warriors’　residential　lots　simplified．　These　regulations　gradualjy

brought　the　changes　of　warriors’　occupation　of　the　residential　lots．　For　example，

some　of　them　rented　the　main　houses　to　the　other　warriors　and　cultivated　some

parts　of　lots．　Moreover　some　warriors　buift　small　houses　（called　hadoya）　in　their

lots　in　order　to　rent　to　day－laborers　and　low　lanl〈　warrioys　（ashigaru）．

　　Similar　use　of　the　house　lots　is　found　in　the　other　castle　towns　of　tozama　hans，

such　as　Kanazawa，　Tokushirna，　Fukuol〈a　and　Kumamoto．　Tozama　hans　mean

those　whose　lords　sworn　fealty　to　Toleugawa　family　before　and　after　the　decisive
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Battle　of　Sekigahara　（1600）．　They　were　assigned　fiefs　far　firom　capital　city，　Edo，

just　ij1〈e　Yonezawa－han．　Through　the　Edo　period，　most　of　them　had　no

transference　of　their　fiefs　to　the　other　areas．

　　On　the　other　hand，　different　types　of　the　managemeRt　of　warriors’　residential

iots　are　found　in　the　castle　towns　of　fudai　hans，　such　as　Himeji，　Ueda　and

Yamatokoriyama．　Feudal　lords　of　fudai　hans　offered　continued　aBegiance　to　the

Tofeugawa　shogunate，　and　were　assigned　their　fiefs　mainly　in　the　strategical

important　areas．　Toleugawa　shogunate　frequentiy　transferred　their　fiefs　to　the

other　areas　in　order　to　consolidate　its　rule．　At　the　time　of　transfer，　new

residential　plots　with　houses　were　distributed　to　warriors．　They　were　not　obliged

to　renovate　their　houses　at　their　own　expense．　When　warriors　changed　their

resideRce，　ofucials　made　a　close　inspectioR　of　the　houses　and　their　fittings，　and

ordered　them　to　restore　the　foiTmer　condition．

　　These　two　types　of　management　of　warriors’　residential　areas　reflect　the

differen£　frequency　of　the　fiefs　transfer　between　tozama　hans　and　fudai　hans．　The

wan”iors’　residential　lots　became　gradually　private　asset　in　the　former，　whereas

othcials　coRtroYed　strictly　not　only　the　lots　but　also　the　houses　in　the　latter．

Philanthropy　and　the　Transformation　of　Britain　in　the　Late　19th　Century　：

　　　　　　　　　　　　　With　Special　Reference　to　Voimg　Charities

by

KANAZAWA　Shusaku

　　It　has　been　ofteR　argued　that　the　1870s　was　the　decisive　moment　when　Great

Britain’s　society，　economy，　and　polity　began　to　experieRce　a　series　of

transformations：　from　laissez－faire　to　state－intervention．　from　individualism　to
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

collectivism，　and，　above　ak，　from　irrational　private　charities　（aRd　cruel　poor　laws）

to　the　systematic　public　weifare　state．　The　present　study　chailenges　this　last

assumption　by　re－examining　the　state　of　philanthropy　in　the　supposed　age　of

transition．

　　The　case　takeR　up　here　is　that　of　“votiing　charities”，　or　some　of　the　voluntary

societies　which　would　provide　relief　to　tltose　“candidates”　who　won　the　“election”
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